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１番 加 藤 学君 ２番 荊 尾 芳 之君
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９番 景 山 浩君 10番 細 田 元 教君
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13番 真 壁 容 子君 14番 秦 伊知郎君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 藤 原 宰君 書記 橋 田 和 美君

書記 石 谷 麻衣子君

書記 赤 井 沙 樹君

説明のため出席した者の職氏名

町長 陶 山 清 孝君 副町長 松 田 繁君

教育長 福 田 範 史君 病院事業管理者 林 原 敏 夫君

総務課長 大 塚 壮君 総務課課長補佐 加 納 諭 史君

企画政策課長 田 村 誠君 企画監 本 池 彰君

防災監 田 中 光 弘君 税務課長 伊 藤 真君

町民生活課長 岩 田 典 弘君 子育て支援課長 吾 郷 あきこ君

教育次長 安 達 嘉 也君 人権・社会教育課長 角 田 有希子君

病院事務部長 中 前 三紀夫君 健康福祉課長 糸 田 由 起君

福祉事務所長 岡 田 光 政君 建設課長 田 子 勝 利君

産業課長 芝 田 卓 巳君 監査委員 仲 田 和 男君

午前９時００分開議

○議長（秦 伊知郎君） ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

直ちに本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。
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会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

９番、景山浩君、１０番、細田元教君。

・ ・

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

日程第３ 議案第４６号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第３、議案第４６号、平成３０年度南部町一般会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第４６号、平成３

０年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について審査の結果、賛成多数で認定すべきと決しま

した。

賛成、反対、それぞれ御意見がありましたので、報告いたします。まず、反対者の御意見です

が、非正規職員が非常に多いということ。突発的な状況は仕方ないが、最初から足りないのが明

らかであるので、ふやすことを求める。緊急ネットワークシステムを無料にすること。高齢者は

年金収入に頼っている状況である。緊急ネットワークシステムは必要であるが、無料にして普及

することを求める。団体に出している補助金に関すること。特別な活動をせず、研究会旅費など

にしか使用してない団体への補助が見受けられた。１団体を特別扱いにするやり方はやめるべき

だ。地方創生推進交付金に関すること。地方創生推進交付金に振り回されるまちづくりは改める

べき。移住定住などは必要だが、住民を大事にするようなやり方に改めていくべきである。病院

に対する補助金に関すること。要綱に基づき補助金を出すべきではないか。病院は大変な状況に

ある。町の病院に対する姿勢を批判する。

一方、賛成の方の御意見ですが、今回の決算は執行率が７０％、８０％以上と高く、予算に認

められた決算だった。専門職について、社会福祉士、土木技師など募集をしているが、応募がな

かなかないという状況にあり苦労をしているが、町もそれなりの対応をされている。緊急ネット

ワークシステムについては、減額等の必要性は考えられるが、自分の命を守るための必要な費用

である。地方創生推進交付金について。拠点施設整備を初め、温泉掘削などに交付金を活用して、
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町のため、住民のために生かされ、成果が上がっていると思う。病院の補助金については、要綱

の解釈には以前から相違がある。電子カルテや建物補修に関しては病院を助けていかなければい

けないと思うが、病院自体が改革等を頑張って、身を切る改革などを行うことも必要。大事な病

院なので知恵を絞って助けていかねばならない。以上、報告いたします。

○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１番、加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） １番、加藤です。今回の平成３０年度南部町一般会計歳入歳出決

算の認定について、反対の立場から意見を述べさせていただきます。

幾つかの点を指摘して反対の意見とかえさせていただきます。

まず、ＣＡＴＶ番組制作ですけれども、これ平成２９年度では制作本数が４７８本でした。と

ころが、３０年度は５２４本になりましたが、本数が変わったにもかかわらず決算金額は１，４

６４万円のままでした。これに関して説明を求めましたところ、番組本数ではない。４８週分の

制作で考えているからということでした。確かにこれもっともらしい説明なんですけれども、そ

もそも４８週という考え方が間違ってます。番組制作に携わる、特にテレビ関係に携わる人間で

あれば、番組の週間というのは５２週で考えるのが普通です。４週目って、４週間がどこに行っ

たのか、年末年始とお盆の前後の週間、これ同じ番組を流すので計算していないのか、こういっ

たことになりますけれども、そもそも４８週で計算してることが間違いです。

それと、本来であれば、番組本数がふえるのであれば、特に短い番組、長い番組、あんまり関

係ありません。特に今、デジタルで編集しているのであるから、それほど手間はかかりませんけ

れども、細かい番組が流れれば流れるほど、本数がふえればふえるほど編集の手間はかかります。

ですから、本数がふえれば当然編集予算は見なければならないにもかかわらず、この金額が全く

同じだということには、これは問題があると思います。

それと、もう一つ問題があるのは、南部町とＳＡＮチャンネルの間で交わしている、これに関

して、金額に関すること、それから放送の方法に関して、これに対して詳しい取り決めがないと

いうこと、これが一番大きな問題じゃないかと思います。この点、指摘しておきます。

それと、企画政策のほうで上がっておりましたサテライト拠点施設整備事業、これ手間山のこ

とですけれども、来年度からに関しては指定管理という名目でも考えた上で予算を計上したいと
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いうことでした。現在、てま里においては確かにうまく運営がいっておりません。町のほうから

予算いただくこと、これ大変ありがたいことですけれども、私、一般質問のときにこのてま里の

こと取り上げました。そのとき陶山町長は、新しい法人であるからこれに関して予算出すことは

ないというふうにおっしゃっておられました。ところが、今回、予算決算のほうでは出したいと

いう、ちょっとありがたい反面、言ってることがこれ矛盾しております。この点を指摘しておき

たいと思います。

それと、農産物加工品開発推進事業、これは３０年度において全く執行されておりませんでし

た。これは６次産業を発展させるため、そのために今回フリーズドライの設備を入れるというこ

とで、将来的に考えた場合、大変いいことだと思いますが、残念ながら３０年度においては全く

使われておりません。来年度におきましては、試作をつくるのであれば予算はこちらで見るから

ということで、大きく試作をつくる上では大変いいのではないかと思っております。けれども、

もし試作が完成した場合、大量生産をする場合、現在のフリーズドライの機械だけでは対応でき

ないのではないかと思います。来年度、４月以降、試作をつくることに関して予算は町が持つと

いうこと、これ大変いいことだと思いますが、３０年度の決算においてだけは、これは賛成する

ことにはなっておりません。

あと、観光開発推進事業、これは南部町における観光資源の開発ということです。予算決算の

中で私は赤猪岩神社のことを取り上げました。その中で、赤猪岩神社に対しては町のほうとして

予算を出すこと、これは政教分離の観点からできないというふうにはっきり言われております。

これ確かにそのこと、そのものだと思います。ただ、現在、南部町は御存じのとおり、封筒とか

いろんな印刷物にオオクニヌシ復活の地、そういったＰＲを使っております。南部町として、町

直接はできないとしても、観光協会を間に挟むとかそういったふうな形で、若干の何らかの形で

フォローができるのではないか、そういうふうに思っております。

若干ではありますが、以上、反対の理由として上げさせていただきました。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

３番、滝山克己君。

○議員（３番 滝山 克己君） ３番、滝山です。私は、議案第４６号、平成３０年度南部町一般

会計歳入歳出決算の認定については、委員長報告のとおり認定すべきものとして発言をいたしま

す。昨年も議長から簡潔にせえやという注意をされておりますので、簡潔にしたいというふうに

思います。

先ほどるる個別的に反対意見を述べられましたが、私は全体的に意見を言ってみたいというふ
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うに思います。

平成３０年度決算書によりますと、歳入が７５億６，９６９万７，０００円、歳出が７４億７

７９万円、差し引き１億６，１９０万６，０００円、繰越額５，２６７万５，０００円を差し引

いても、実質収支１億９２３万１，０００円の黒字決算となっており、決算書の事業内容につい

ては、各課、それぞれの担当課が作成した事業報告書により説明を受けたところで、皆さん御承

知のとおりだというふうに思います。

その中でもちょっとだけ申し上げますと、コミュニティバスの運行事業においては、上長田・

東長田、両長田で始まりましたデマンド型のバス事業がありまして、半期で大体約６，０００人

近い利用があるというふうに聞いております。

また、昨年は７月豪雨と台風２４号による大きな災害も受けておりまして、これの復旧も待た

れておるところでございます。

ほかにも大きな防災ため池事業等々もありまして、この決算は賛成するものだというふうに思

いますが、特に忘れられがちな塵芥処理等、また、上水道の企業会計、国保会計、介護会計、後

期高齢者医療会計、下水道等の特別会計の繰出金が多く含まれており、いずれの会計も私たちの

日常になくてはならないものだというふうに考えております。

これらの歳出に当たって一点の間違いもないという監査報告を添付されておりますので、この

決算には賛成すべきものというふうに思います。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、委員長報告に反対者の発言があれば許します。

１２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） １２番、亀尾共三でございます。今度の一般会計の歳入歳出決算

について、反対するものであります。

理由としては、二、三上げておきますけども、委員長報告でありましたけども、まず、非正規

職員と正規職員のパーセントですね、これはやっぱり非常に不一致な点があると思います。つま

り、住民にサービスするのが行政機関であります。そこに携わる職員の専門性が特に必要だとい

うことも監査報告の意見書にも上がっております。そういう中でいえば、やっぱり正規の職員を

採用、正規の職員の確率をふやしていく、このことを強く求めるものであります。

次に、２つ目なんですけども、いわゆる団体への補助金、これ必要な面もあると思うんですけ

ども、数年ずっと続いて特定の団体にはそれを出されていると、その内容であります。しかもそ

の内容がほとんど旅費であります。特別な、町民全体のことを考えての活動であるならですけど

も、特定の団体に出す、そのようなことをやるべきではない。もし町民全体の福祉、利益のため
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にやってる団体があれば、それに出すのが当然であるということを指摘しておきます。

それから、公有地の売却であります。御存じのように法勝寺高校跡地の中で持っておりました

町の所有地、それは売却されました。それも理由が、一部の団体が事業をやるからということな

んです。あそこの跡には、町としては大豆加工所だとか、あるいは町のイベントに使う用品とか

を保存するとか、あるいはシルバー人材センターの作業所になっております。そのようなことが

取り壊される、それを取り壊して売却したわけですが、本来ならそこの土地にあるものについて

はそれなりの保証するのが当然なんですけども、その保証は一切されておりません。私は、町が

必要とあって所有をする土地を買収するためには、そこに立ち木があるとか、建物があればそれ

に対する保証をして上乗せして買収しておりました。しかし、売却するときには、それは全くし

なくて、土地だけを売るだけの値段で売却するということ、このようなことを間違っていること

を指摘したいと思います。

次に、緊急ネットワーク、このことでありますが、今、特に高齢者のみの世帯、あるいは独居

世帯がふえつつある中です。それで、日中でしたら、何かあった場合は緊急の連絡はある程度で

きるんですけども、夜間、何か調子が悪く、体調を崩したとかそういう場合に緊急に連絡する手

段としてこれがあるわけなんですが、これが有料です。初期の設置については、非課税世帯につ

いては５，４００円、それから課税世帯については１万８００円の負担であります。そして、利

用料金として毎月１，０２６円が必要であります。今、必要とされる方、それは世代が２世代と

か３世代で住んでおられるとこは別なんですけども、１世代でしかも高齢者、独居の場合は年金

が主な収入です。わずかな年金の中でこのようなこと、やっぱり無料、あるいは補助をたくさん

して安く利用ができるようにすべきだと思います。特にこのごろ漏れ伝えられるニュースにより

ますと、わからぬ間に死亡されているというような状況があります。本町でもそういう事例が今

後発生するということが、おそれがあります。ですから、私は、この緊急ネットワークのシステ

ムにはやっぱり町がそれなりの補助していく、あるいは無料にしていくことを求めるものであり

ます。

つけ加えておきますが、私はいつも一般質問の中でも言うんですけども、町の財源は町民全員

の共有した財源であります。これを町民の安全・安心な暮らしができるために使うこと、このこ

とを強く求めておきます。以上が私の反対の理由であります。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、委員長報告に反対者の意見がありましたので、賛成の意見があれ

ば許します。

８番、板井隆君。
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○議員（８番 板井 隆君） ８番、板井です。私は、この議案第４６号、平成３０年度南部町

一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で討論させていただきます。

私は、決算のときに資料いただきました。この中からちょっと取り上げていきたいと思います。

この資料の中の一般会計の性質別推移の中からこれを上げて賛成討論としたいというふうに思い

ます。

この平成３０年度の歳入歳出決算の特徴として、人件費、扶助費、公債費、この３つから成る

義務的経費全体の構成比は約４割程度と、ほぼ前年度と同じになっていますが、その内訳は、人

件費、公債費は横ばいで、社会福祉や児童福祉、医療費助成、生活保護などに関する支出である

扶助費の割合が大きくなっております。この決算資料の説明のほうにも書いてありますが、１０

年前、平成２０年度と対比すると２倍以上のこの扶助費が伸びているという歳出のほうの結果と

なっています。

これは先ほど反対者からいつも言われるものでありますけれど、まず、職員の充実については

人件費が大きく変動してない点からも、言われるとおりなのかもしれませんが、今回の決算説明

の最終ページの全国地方公共団体の統計が記載されております。南部町の財政、人口などが同等

の全国での市町村、類似公共団体の職員数の推移がわかるように説明がありました。人口１，０

００人当たりの職員数の推移はほとんど同数となっております。南部町の１年間の予算、特に交

付税に頼らなくてはいけないこの南部町にとって、この人件費がこれ以上上がっていくというの

は、今後南部町にとっても大変なこと、強いては町民にも響いてくるというふうに思います。

職員数は少ないながらも、先ほど賛成の立場で滝山議員も言われました７５億６，０００万弱

の決算、そして私たちも膨大な資料、一ページ一ページ執行部のほうから説明を受けました。こ

れを合計すると５００以上の事業を完結しておられます。これは少ないながらも頑張っている職

員、そして職員を補佐している臨時職員、そしてその方々の大きな努力の結果であるというふう

に評価はしなければならないというふうに思います。

さらに、先ほどの反対者からもありました、高齢者や生活の困難な方々や障がいのある方々に

支援の飛躍化を訴えておられます。冒頭で話をしましたとおり、南部町に限らずどこの市町村も

扶助費の割合は年々増加している、これは間違いないことだと思います。この扶助費の増加につ

いては、国の福祉制度の充実、そして改革を含め、県、南部町独自の支援もあり、町民の格差抑

制に支援をしている施策を推進しているというふうに決算数値のいただきました資料で感じたと

ころです。

そして、もう一点ですが、先ほど加藤議員の反対にありました地方創生の生涯活躍のまちづく
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り交付金の件です。町民に対する福祉支援もしながら、支援ばかりでは町の活性化や進歩はない

と思います。少子高齢化対策ばかりじゃなく、今暮らしている私たちへも夢と希望を与える施策

も必要だと感じています。その一つが地方創生交付金であり、国庫負担２分の１をいただきなが

ら、この交付金で地域の拠点施設、先ほど反対にもありましたてま里、それからえんがーの、そ

ういった拠点施設が完成したわけです。今後、この拠点施設を中心として、地域の共助、そして

努力によって活性化されると思っています。ただ、拠点施設の施設は自主運営といいながらも、

これから町としても必要な経費については支援をお願いする必要があるというふうに思います。

そして、地域の創生を大きく期待したいというふうに思います。

まだまだ反対がありました、討論したい部分はありますが、この後の議案でこの続きはやりた

いというふうに思います。そういったことを言わせていただき、一般会計決算の賛成の討論とい

たします。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） ほかに賛成、反対の発言があれば許します。

１３番、真壁容子君。

反対ですね。

○議員（13番 真壁 容子君） はい、反対です。今回の平成３０年度の一般会計の決算に反対を

いたします。

先ほど２名の方の賛成討論がありました。滝山議員の話の中で出た決算の数字は私たちも歳入

歳出、それから実質収支、単年度収支、実質単年度収支については委員会の中でも見てきて、本

会議でも説明聞いたとおりです。

先ほど滝山議員がおっしゃった賛成意見のコミュニティの運行バスとか災害復旧、防災ため池、

それからごみ代、塵芥処理費とか特別会計の繰出金等々については、私たちも決算の中では反対

はしていませんし、自治体の中で必要な経費だというふうに考えています。

板井議員が話された、特に性質別の経費のところを見て、出された扶助費が多くなっていくこ

とと、人件費がこれから多くなったら大変だというのは私も全く同じ意見で、地方自治体ではほ

とんどの町が扶助費が多くなっていくことと、人件費についての心配をしてると思うんです。こ

れが決算で賛成、反対というよりは、大きな地方自治体の課題として上がっているということで、

賛成、反対議員も含めて不十分な点を国に言っていく等の方向を一緒に打ち出せるのかなと思っ

て今聞いておりました。

私が反対すると、３０年度の決算で反対したい点は４点です。

一つは、亀尾議員も指摘された職員のあり方の問題です。平成３０年度の職員は、正規職員が
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１２５名いました。そこでの人件費は、総額８億８，８２２万６４８円。一方、非常勤職員はそ

のうちの５６名ですから半分とは言いませんが、３割を超える職員です。この方々、５６名に対

して１億３，８４７万７，４４０円という人件費、１２５名で８億を超す金額と、５６名の１億

３，８００万、これはもう待遇でいえば如実に物語ってると思います。一応、非常勤特別職をの

けて、短時間のパートですよね、現場ではパートの方がいなければ仕事成り立ちませんから、こ

この経費はというと、総勢１２０名で７，６３７万５，６７４円、これらの方々で町の７０億近

い事業をやっていただいてるということになると思います。私は、ここの中での不公平の差と待

遇改善と職員の増を求めていきたいというふうに考えています。とりわけ非常勤職員の５６名の

中身見たら、一般事務が１８名、保育士が１２名、司書が１１名、学習支援員が７名、学習支援

員というのは学年によって異動しますから、これは固定的な経費と言えるかどうかってちょっと

置いときましても、一般事務、保育士、司書等については、町が行ってる事業の中でしていって、

継続的にやっていることですから、本来非正規を充てることはおかしい。ここへの抜本的な待遇

改善と職員の増を求めていく。お金があるかないかというの、ちょっと後の問題です。

それから、この中では監査も指摘していましたが、今回、総務課のほうから職員がどのような

資格持っているのかというところを出していただきました。委員会でも述べさせていただきまし

たが、見る限り南部町においては、南部町役場で働いてる職員というのはやっぱり地域の宝であ

るだろうというふうに位置づけることができると思うんです。このような方々を、本当に専門的

に今まで勉強なさったり培ってきたところを専門的な分野で発揮してもらう、ここに執行部の重

立った方々はやっぱり力を注いでほしい、そのことが住民に還元していく大きな力になっていく

というふうに実感をいたしました。専門職のあり方も含めて、職員の増と非正規職員の待遇改善

を求めるのが一つです。

２つ目には、保育園の民営化の再検討を求めるということです。今回、保育園費が総額３億９，

３６３万円、うち委託料として１億６，７３８万１４５円、５０％と言いませんが、四十数％を

占める内容が委託料として出されています。当然のことで２つの園を出しているということです。

この中で、町の保育士が、正規職員が２１名、非正規が１２名、全部で３３名、約３分の１が非

正規ということですね。一方、伯耆の国に出している１億６，７３８万１４５円の中では、３４

名のいわゆる伯耆の国での正規職員が働かれてるという問題です。ここに来る金額の差は何かと

いうと、明らかにこの保育士の給与の差であるということが言えると思います。

南部町の民営化というのは、今までのサービスの向上とかいろいろ言っていましたけども、結

果としてはこの職員の経費の削減のための民営化だと言われても仕方がない結果が延々と続いて

－１２－



いたのではないかと思います。全国的な保育士不足とも絡んで、南部町ではここ数年、保育士不

足に悩まされています。この解決の方法は、抜本的な待遇改善だと言われています。ここでも待

遇改善を求めていくということは、保育士の給与を上げていくことです。こうして見れば、町が

狙いとしていた民営化の狙いがなくなってきますよね。

私が職員の待遇改善掲げることの究極的な到達点というのは、民営化を再検討、見直して直営

に戻すべきだという意見になってきます。なかなか過渡的で難しいと思いますが、南部町の子供

を大事にすることと、ここの町での専門的な町のことや子供のことにかかわる人たちをふやして

いくという点では、私は保育士の町職員としての正規化というのは大いにプラスになることだと

考えています。そういう意味では、民営化ではなく直営に戻すべきだという点からの反対です。

３つ目には、地方創生の問題です。今回、地方創生推進交付金ですね、国庫補助金として６，

４３１万４，９１５円出ています。このお金で事業総額１億３，３１８万６，０００円のお金が

使われています。半分が町財源だということですが、小さな字で国の資料には後ほど交付税の措

置をしますよと書いています。皆さんの中には本当に来るかどうかわからないと思ってる方も多

いのではないでしょうか。これは先ほどの賛成、反対意見の中でもあったんですけども、何より

も地方創生の問題点は、国の国家的な戦略を地方にもたらせようとしていた上意下達の政策を押

しつけているという点では、全国共通して否定されているところです。

その中でどういうことが起こってるかというと、町職員や自治体職員の中での政策を形成して

いく力がとられてくるのではないかということと、何よりも住民とともに、今、地方創生でお金

を使っている中身についての合意形成ができない、このことが全国的に指摘されてると思うんで

す。南部町でも、職員の政策形成能力はちょっと置いとくとして、私、半分はそう思っています。

問題意識を共有できないというのは全く同感できるわけです。

例えばこの中で言った拠点整備の問題です。天萬、賀野、法勝寺、いくらの郷、これらの４施

設が拠点整備施設だといって上げられていますが、住民の中には拠点整備施設が自分たちの暮ら

しにどのような役割や存在があるのかと、こういうことも知らされずに、知らないまま拠点整備

としてここにお金が使われてきたという問題です。

もう一つには、ＪＯＣＡの問題があると思います。今年度では８，６３６万５，２００円、こ

のうち半分が温泉掘削でしたよね。５，０００万でしたか。（発言する者あり）４，０００万で

すね。温泉が出たらいいというのは、近隣町村に温泉出るときから住民の大きな望みでもあった

と思うんです。しかし、お金のかかることになりましたよね。このことの合意形成がないままＪ

ＯＣＡが来られて、ここに支援していくのだといっても、住民にどれだけ理解があるとお考えで
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しょうか。

私は、全国的な地方創生の課題の中でこういうふうに、政策形成や住民との問題意識が共有で

きない中で、お金使っていても住民からかけ離れた政策になっていってしまうというところの指

摘は当たってると思うんです。全国的に指摘されているのは、時間がないから総合戦略をコンサ

ルに任せてやってしまったという点が指摘されています。

鳥取県内でもＣＣＲＣ計画は湯梨浜町がしていますが、全く同じコンサル会社が入ってやって

いますよね。その中で、どれだけの特性や職員の政策の力とかがそこで発揮されたという点につ

いていえば、残念ながら今回のＪＯＣＡの問題にしても、スポｎｅｔなんぶがやっているような

ものが入ってこようとしているような設計図であったり、保育園では、場所があるから保育士が

足りないと言ってるのに、ＪＯＣＡの施設の中でも保育室をつくって保育園をしようとしている

のか、こういう問題ですよね。ないものをと言いますが、ないものを町がＪＯＣＡと相談してい

ると言いますが、検討委員会の中には、大豆加工所とかスポｎｅｔが入るというのに教育委員会

とか産業課には声がかかっていない現状も委員会の中で明らかになりました。これで本当にＪＯ

ＣＡと一緒に住民とまちづくりをしていこうという姿勢があると言えるのでしょうか。

そういう点でいえば、地方創生は、お金が来て、町がお金を負担する割には住民から離れた政

策になっているのではないか、このことがすなわち移住定住に傾注して、住民は大事にされてい

ないのではないかという住民の声が起こってるのではないだろうか、このように考えざるを得ま

せん。私は、地方創生はこの５年間、次にもあると言いますが、全国の例とか見ながら、地方創

生のお金をもらうとしても、自分たちの頭で考えれる範囲でのもので済ませておくべきだという

ことを指摘して反対をしています。

４点目は、振興協議会の問題です。振興協議会については、できるときから上からの押しつけ

では住民自治は育たない、こういう言い方をして反対をしてきました。しかし、この中で会長、

副会長を初め、職員たちも仕事をして住民と一緒に新たな動きがあるということも私は認めたい

と思います。その中でどのような問題が起こってきているか。

一つには、職員の働かせ方の問題です。ここには集落支援員としての特別交付金を充てていま

す。町は全額お金が出ていないと言いますが、特別交付金というのは年度ごとに上がっていくも

のではありません。しかし、職員というのは御存じのように、職員の働く権利というものがあり

ますから、本来のあり方ではいわゆる期限のない雇用をしなくてはならないことになるわけです。

ところが、集落支援員のお金を持っていってるもんですから、同じような方が働いていてもなか

なか給料が上がってこない。そこから、会長、副会長から待遇改善を求められてもどこからお金
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が出るかという問題になると思うのです。

ここで私は少なくとも、今後、この働かせる問題と同時に、１万人を切ろうとしている、減る

ことはいいと思わないですが、こういう町で７つの地域振興協議会に会長、副会長、職員複数以

上の配置が本当に必要なのかということも考える時期に来ているのではないかと思っています。

なぜならば、実務ですね、はるかに今後お金がかかってくる事業が目に見えてくるからです。例

えば過疎地での公共交通の問題、それから独居、ひとり暮らしの方々への支援の問題、全てお金

と人が係ってきます。今、振興協議会に使ってるお金のあり方を具体的に、その周辺の住民を助

ける具体的な仕事に振り分けることができないのか、このことも投げかけられてきているのでは

ないでしょうか。そういう意味では、地域振興協議会の総括をして、新たな地域振興はどうなの

かということを、これまでやってきた振興協議会の職員や皆さんと一緒に考える時期に来ている

というふうに今年度の決算を見て考えさせられました。

以上、４点です。私は、少なくとも今後、人口が恐らく減るであろう町がどのようなお金の使

い方していくのかということは、住民の暮らしに欠かせない大きな問題になってくると思います。

先ほどの４点を指摘して、職員の給与の問題もあると思いますが、基本的には職員を、しっかり

と住民のために働いてもらうためにはどうすべきか、待遇改善はどうあるべきか、ここをまず考

えることを大きく求めて反対意見といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 反対者の発言がありました。賛成者の発言があれば許します。ありませ

んか。

賛成ですね。

１０番、細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） 議案第４６号、平成３０年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定

についてでございますが、賛成の立場から討論させていただきます。

今、るる反対がありましたが、今回のこの一般会計決算は滝山議員が収支について述べられま

したが、あの中で繰越明許等をのけましたならば１億９００万、約１億円余剰金が出ておりまし

て、これは予算を認めた決算の中で１億円という、職員の努力によってこういう余剰ができたと。

これが今後の南部町の一般会計の補正予算に使える財源とできましたということは、この件につ

いては、よく職員、また、執行部が事業を精査しながら、費用対効果を見きわめながらされた結

果だと私は思って評価したいと思います。

今、反対意見るる言われました。確かに聞き取りの中で、また、監査の意見も言いましたが、

専門職が必要であるということはみんな御存じ、執行部もみんな知っておられると思います。こ
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れについて町長は、この専門職について公募するんだけど、応募者がないと。一番肝心な風水害

で困ってるときにそういう土木技師が公募しても来ない、そういう問題がありまして、それがし

わ寄せになって台風とか水害とかの工事が繰り越し事業等になっておるのは今、事実であります。

それと、もう一つは、福祉の関係で社会福祉士、また、ケアマネージャー等がなかなかこれも

いないと。ケアプラン等も本来ならば包括支援センターでできるんですけど、それをまた外部委

託せないけんやな状態が今、南部町で起きてるというような状態で、町長の答弁をおかりします

ならば、もう人口減少の中でこれがなかなか厳しくなって、広域的にするべき時期が来たんじゃ

ないかというような答弁もいただいておりますが、そういう過渡期かなというように今、思って

おります。そういう中で、本当に今おられる職員さんが頑張っておられるのは事実であります。

るる反対意見がございましたが、非正規職員の専門職ですが、非正規職員の問題がございまし

たが、これは国の働き方改革で同一賃金同一労働等の中で期限つき任用職員だったかな、そのよ

うに中身が変わるようになっておりますし、この人やちを全部正職にもしもするならば、人件費

率というのがまたここで厳しい問題になっておると思います。国の働き方改革等をよく精査し、

また、それを加味しながら今後もそれは、執行部はされると思います。

保育園のこと言われました。これ民営化を直営にすべきだと言われましたが、今まで南部町、

ずっと直営して民営化したんですけど、保育士さん募集しても来られないし、来られても町が直

営ということは公務員試験を通らないけんと。この公務員試験がなかなか通らないという問題ご

ざいまして、こういう今、民営化という話もなっておりますが、世の中、また、西部圏域、米子

市を中心としたそういうとこで、米子市も同じような問題があったと思いまして、民営化のほう

にだんだんとシフトするようになっております。要は保育士さんの資格を持ってそれを生かしな

がら、直営だなし、内容は充実させ、それについて町がきちっと精査し、また、監視しながら運

営していくというようなこの流れになるだろうと、また、今はなりつつあると思いますし、南部

町は一つ先行した流れであるし、今後、子ども・子育て会議でこれら等も検討されるという話も

決算の中でお聞きいたしましたので、これもちょっとまいっていきたいと思います。待遇改善の

問題は喫緊の問題でございます。確かに今回の消費税絡みでも保育士さんだけがこれについて恩

恵がなかったとこは事実でございますが、これについても、町としてもそれなりのことは考えら

にゃいけん時期が来とるじゃないかと思います。

地方創生について言われましたが、これは町長の答弁をおかりするならば、もうたしかこれが、

来年が１期５年で終わると思いまして、新しい地方創生が始まります。町長は、見直し時期がも

う来てるとはっきり言われましたし、検証を今しておられると言っておられました。こういうこ
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とで、今度は、地方創生は、今までは拠点づくりを主でしてございましたが、今度の流れはどう

も交流人口、また、滞在人口、関係人口等に力を入れて、我が南部町にいろんな方が来られたり

滞在したりするような流れになるように聞いておりますし、町長が言われましたようにちょうど

見直し時期が今来てるんじゃないかと思っております。

それと、ＪＯＣＡの件を云々言われました。また、この地方創生について拠点地、住民と共用

というか、いろんな住民との意見が交換されてないというやな意見言われましたが、てま里とか、

えんがーのとか、いくらとか、みんな一応それにかかわって住民さん一生懸命やっておられます

し、それなりの成果が出ておるというように私は解釈しております。

地域振興協議会のことも言われましたが、住民等大分認知されて、そのように今、市民権を地

域振興協議会は大分得ておりますが、確かに集落支援員さんですか、給料が上がってないという

のは私たち議員のほうからも指摘がございましたし、これについてはまた執行部としては考えて

いかなけりゃいていただけないと思いますが、今、真壁議員が逐次に言われました公共交通の問

題、独居の問題、これは町がするのは当たり前ですけども、地域振興協議会が一番地元で、一番

現実で、一番厳しいとこは見ております。こういうのを共有されて、町が今後ともこんな人やち

と一緒になってやれば、もっと幅広い、奥の深い、住民を巻き込んだ政策ができる、この地域振

興協議会に今なりつつあると思いまして、これは反対することはないんじゃないかと思いまして、

全体的に見ましても、当初予算も認めた中で執行率が７０％以上、その中で職員が努力され、１

億９００万もの、約１億円の余剰金を出し、次の補正予算等に使える財源もつくったという皆さ

んの努力に敬意を表しまして、賛成討論といたします。

○議長（秦 伊知郎君） ほかに賛成、反対の発言があれば許します。ありませんか。（「なし」

「討論の最中ですが、済みません」と呼ぶ者あり）

ここで休憩します。１５分まで休憩いたします。

午前 ９時５０分休憩

午前１０時１５分再開

○議長（秦 伊知郎君） それでは再開いたします。

先ほど加藤議員の発言の中に訂正したい旨の報告がございましたので、それを許可しておりま

すので、よろしくお願いいたします。

１番、加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） １番、加藤です。先ほどの議案第４６号、平成３０年度南部町一
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般会計歳入歳出決算の認定について、この中で、反対討論の中で私が申し上げましたサテライト

拠点施設整備事業（手間地区）、てま里の部分の発言の中で一部訂正させていただきます。

まず、１点、企画政策課長のほうが発言されたところの中に、指定管理という言葉を私は言い

ましたけども、発言の中に指定管理という言葉はございませんでした。

それと、２点目、私の発言の中で、私の一般質問の中で陶山町長はてま里に対して予算を出さ

ないというふうな発言をいたしましたが、この一般質問というのは昨年の３月議会のことで、今

回の一般質問とは全く違います。

それと、３点目、同じく企画課長のほうの発言、今回の発言は、今回であります予算決算常任

委員会の中の発言でありました。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 執行部のほう、今、発言の訂正がありましたけど、それでよろしいです

か。

それでは、続けて行きます。

ほかに賛成、反対御意見ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第４６号、平成３０年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決い

たします。

賛成、反対の意見がございましたので、起立によって決したいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

委員長報告に賛成諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（秦 伊知郎君） 起立多数です。よって、本案は、原案どおり認定されました。

・ ・

日程第４ 議案第４７号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第４、議案第４７号、平成３０年度南部町国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第４７号、平成３

０年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、審査の結果を報告いたし
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ます。

賛成多数をもって認定すべきと決しました。

賛成、反対の御意見がありましたので、報告いたします。まず、反対者の御意見ですが、反対

の大きな理由は国保税の引き下げを求めるもの。住民の生活を考えたときに国保税は高過ぎる。

委員会で説明を受けたが、国民健康保険税の決め方について釈然としない。少なくとも下げる努

力をしていただきたいし、国保税の決め方についてわかる説明をしてもらいたい。国保税の引き

下げを求めて反対する。

一方、賛成の方の御意見ですが、引き下げに努力するべきという認識は一緒。２７年から税率

を構っていないので、医療分が税率は県下で一番低かった。後期高齢支援分、介護分が入り、プ

ールトータルすると南部町が県下で真ん中のほうだ。今回も３０年度の国保会計は前年度の繰越

金４，０００万があり、２，０００万崩して何とか回った。国保税は皆で助け合いながらするの

で、この国保会計には賛成する。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成者のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 平成３０年度の国保会計に反対をいたします。反対の理由は、先

ほど委員長が述べてくださったように国保税の引き下げを求めてというのが一番大きな理由です。

先ほど委員長の賛成討論の方がおっしゃったという中にあったように、国保は助け合いなので

というところがありましたが、社会保障というのは助け合いではありません。国民健康保険税が

なかなか助け合いになっていなくて払えない方々がたくさんいるというところが今の現状だとい

うふうに思います。

今回、歳入１３億５，２９３万３，２３０円、歳出１３億３，９７９万３，６８２円、実質収

支が１，３１３万９，５４８円、実質単年度収支では先ほど言ったように基金取り崩しもありま

した。１，８３１万４，１３６円の赤字だということになっています。

一方、国民健康保険税、住民の方から、人数は２，４５５人と２４人、２，４８０人近くから

集めている国保の調定額は、２億１，４４９万１，５００円です。問題としておりますのは、こ

の国保税の問題です。収入済み額が２億５６９万１，１６７円で、現年度だけでの未済額が８８

０万３３３円とありました。これは町が集めるさまざまな税金とか使用料の中で滞納がやっぱり
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一番多く、固定資産税よりも多い単年度の赤字だということになります。御存じのように国保税

というのは所得がなくても税金を払わなくてはならない、こういう仕組みになっているからだと

思います。

問題は、やはり暮らしから見た場合、国保税が高い。これは全国的にも構造的な問題だと言わ

れていて、今までのように自営業者とかが多くいるわけでなく、景気もいいわけではなく、年金

暮らしの方々や非正規の方々が入っていることを考えれば、一般的に所得が少ないということで、

構造的な問題とも言われてきています。それと、高齢化の問題もあると思います。

南部町の場合、これは委員会等や本会議で指摘させてもらったんですけども、県の資料による

と退職者の率が一番悪い状況、町村でですね。市では結構高いんですけども、これはやはり生活

を一部反映してるのではないかと本会議でも町長が答弁なさったように、やはり生活の苦しさが

反映していると思います。

決算で見たように、基金を入れて何とか国保税を引き上げないで済むという厳しい現状だとい

うことは私も重々承知をしております。県一本になって、今後どうなるかという見通しのない中

で、それでも国保税を決めるのは、納付金は納めたとして、国保税のあり方については町村に一

任されているというのが現状です。

この際、いろいろお金もかかると思うのですが、住民の約４分の１弱を占めるという方々の命

と健康を守るために、なくなった基金、基金がない段階で一般財源からも含めて、国保税を引き

上げない工夫を何とか考えていただきたい。そのときには南部町がどうしてこの滞納が他の町村

に比べて多いのかというとこも分析をぜひしていただきたいということを訴えまして、反対とい

たします。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

９番、景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） ９番、景山です。私は、この議案に賛成の立場から発言をさせて

いただきます。

先ほども反対者の方からもおっしゃいましたが、皆さん御承知のとおり、現在国保の主体は町

村ではなく県になっております。県が全体の財政に責任を持って町の標準保険料率を算定をした

り、保険給付に必要な費用を支払い、町は保険料の徴収、保険給付の決定など限られた範囲での

運営を行っております。

今回の決算の中身で示されましたこの事業の内容ですが、どれを見ても決まり切ったといえば

言い方はちょっと悪いかもしれませんけれども、ルーチン的な業務をきっちり適正にこなされて
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いるという観点から、問題は認められないというふうに思われます。

反対者の方もおっしゃってましたが、絶対的な意味での保険料の高さ、負担感の強さというの

は、私も個人としては感じるところではあります。しかし、実際にかかる費用ですが、約１３億

４，０００万円、そしてそのうちの約９億５，０００万円余りが、私たちが医療の提供を受けて

自己負担を支払った後の保険給付というものにかかる費用ということになっています。そして、

それに対して私たちが支払う保険税というものは２億１，０００万円ということで、非常に多額

の、１０億円余りのお金が県の支出金ないしは繰入金という格好で負担をされているのが現状で

す。

低所得ないしは所得のない方というお話も出ましたが、軽減措置も準備をされており、そして

税の賦課の仕組みですが、担税能力のある程度考慮した公平の負担感を維持するための資産割と

いうものを織り込んだ第４方式という措置も選択をされております。

これからどんどんどんどんやっぱり高齢者の方がふえ、そして皆さんが長いことお勤めになる

ということから考えると、被保険者は減っていくけれども、医療費が非常にたくさんかかる高齢

者の部分というものはさらに大きくなっていく、保険財政としては非常に厳しい状況になってい

くことが想像にかたくないわけです。

何よりも私たちの暮らし、老後、そういったところでの健康の維持、医療の保障というものの

重要性はますます増していきます。まず第一に、この医療の提供体制を維持していくという観点

から、現状の負担もある程度やむを得ないのではないかというふうに考え、今回の決算、認定す

べきと思います。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） ほかに賛成、反対の発言があれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第４７号、平成３０年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決いたします。

賛成、反対御意見ございましたので、起立によって決したいと思います。

委員長の報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（秦 伊知郎君） 起立多数です。よって、本案は、原案どおり認定されました。

・ ・

日程第５ 議案第４８号
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○議長（秦 伊知郎君） 日程第５、議案第４８号、平成３０年度南部町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第４８号、平成３

０年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について審査の結果、賛成多数で認定

すべきと決しました。

賛成、反対ありましたので、御意見報告いたします。まず、反対の方の御意見ですが、平成３

０年度は軽減特例が廃止になり、負担がふえている。年金収入が唯一の収入であることから考え

ると高過ぎる。安倍内閣になってから社会保障費を削減され、老人いじめも甚だしいことを指摘

して反対する。

賛成の方の御意見ですが、軽減特例は廃止となったが、社会保険に加入されている被扶養者で

あり、それなりに所得がある方である。軽減が必要な方に対しては、２割、５割、７割軽減など

の対応があり、低所得者に対しては目が届いている政策となっている。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） １２番、亀尾共三でございます。議案第４８号、平成３０年度南

部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてに反対するものであります。

理由は、先ほど委員長から報告ございましたそのことと合致するんですけども、ここで言いた

いのは、保険料の軽減の特例の廃止が３０年度から実施されました。それによりますと、やっぱ

り今の状況、社会情勢からいうと大変厳しい、最低だと思います。

安倍政権は、社会保障費の予算は、自然増に対して１兆５，０００億円も削減しました。後期

高齢化が進むこの今の世の中で、自然増がふえるのは当然でありますけども、それに対して削減

していく、このようなやり方は納得できるものではありません。ましてや南部町でも、対しても

高齢化率が進んでおります。そういう中、後期に限っての高齢者ということになると、高齢者は

６５歳からですか、それから全員ではないですけども７５歳以上からこれに該当するわけです。

当然高齢化が進むということはこれに対しての負担が、人数もふえるということができるわけな
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んです。特に厳しい年金生活者でございます。多くの方がそういう状況に置かれておる中で、負

担増は大変厳しいものであります。

賛成者の中でもありましたけども、２割とか５割の軽減があるわけなんですけど、しかし、そ

れでも決算見ますと、やっぱり徴収率が、軽減が実施されて……。そういう２割とかそういうこ

との軽減されている中でも、しかし、徴収率はその割に上がっておりません。今の社会現象、つ

まり年金が減って、しかも仮に仕方なく勤めに出られても思うように所得が上がらない、このこ

とが反映してると思います。そういうことから言いますと、やはりこの後期高齢者医療保険に対

する徴収については、何らかのことを改善を進めるべきであるということを求めて反対するもの

であります。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

７番、仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ７番、仲田でございます。私は、議案第４８号、平成３０年度南

部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で討論させていただきま

す。

この平成３０年度後期高齢者医療特別会計は、先ほど亀尾議員が反対質疑をされました軽減税

率にてでございますけれども、この後期高齢者医療制度をめぐる年金収入が低い人の保険料の負

担を軽減するという措置でございますけれども、本年１０月に予定されている消費税率の引き上

げで、低所得者の高齢者に給付金を支給するなどを踏まえて、段階的に廃止するものでございま

す。７５歳の人が加入する後期高齢者医療制度では、保険料の自己負担が年金の収入額に応じて

決められますが、９割軽減、あるいは２割軽減と、特例措置がとられておられましたけれども、

高齢化する中で制度を支える現役世代の負担が年々増して、世代間の不公平が強まっている中で

社会保障費を抑制する必要もあり、消費税率の引き上げと同時に段階的に廃止するというもので

ございます。年金収入が、保険料の自己負担額が平均で月額３８０円、年額では月平均５７０円

というようになりますけれども、国としては消費税の引き上げにあわせて給付金支給などの低所

得者対策を行って、個々人の負担増にならないようにやっているところでございます。ただ、給

付金支給を始めてもなかなか減らないということがございますので、とりあえず１年間の経過措

置をとりながら、低所得者については現在配慮されてる施策でありますので、私は賛成するもの

であると思います。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第４８号、平成３０年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に
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ついてを採決いたします。

賛成、反対御意見ございましたので、起立によって決したいと思います。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（秦 伊知郎君） 起立多数です。よって、本案は、原案どおり認定されました。

・ ・

日程第６ 議案第４９号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第６、議案第４９号、平成３０年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてを議題といたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第４９号、平成３

０年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について審査の結果、全員一致で認定すべき

と決しました。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これで討論は終わります。

これより、議案第４９号、平成３０年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

を採決いたします。

本案は、委員長の報告どおり認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告どおり認定され

ました。

・ ・

日程第７ 議案第５０号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第７、議案第５０号、平成３０年度南部町住宅資金貸付事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。
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予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第５０号、平成３

０年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について審査の結果、全員一致で認

定すべきと決しました。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長の報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これで討論は終わります。

これより、議案第５０号、平成３０年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決いたします。

本案は、委員長の報告どおり認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告どおり認定され

ました。

・ ・

日程第８ 議案第５１号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第８、議案第５１号、平成３０年度南部町農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第５１号、平成３

０年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について審査の結果、賛成多数で認

定すべきと決しました。

賛成、反対ありましたので、御意見を報告いたします。まず、反対者の御意見ですが、所得が

減っている状況の中でこのまま接続率を上げていくのは困難。町外から来た人にとっては使用料

が高過ぎる。住み続けるためには負担を軽減するべき。

賛成者の御意見ですが、特別会計へ１億円以上を繰り出し、住民の負担、使用料を抑えるため

に努力をしている。今でも経営的に苦しいところがあり、これ以上下げるのは困難なため、現状

維持が妥当。決算については適正であると思う。以上であります。
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○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長の報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） １２番、亀尾共三でございます。議案第５１号、平成３０年度南

部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてに反対するものであります。

理由は、決算の要旨見ますと、接続率が８６．５％でございます。原課の職員の方は十分努力

されてますが、しかし、これ以上接続率を高めるためには、やはり今の現状の家計の、各世帯の

状況を見ると非常に難しい問題だと思います。特に町外から移住をされている方からの声を聞き

ますと、非常に高いということを言われます。自治体によっては水道使用量とそれを加味して料

金を決めてるとこありますが、いろいろなやり方があると思います。

しかし、このような状況であるこということで、使用量を高めるためには使用料の料金と加入

の料金を軽減して、低所得者の対応として減免制度の確立いうことを努めることと、それと消費

税の転嫁をやめて軽減を図ることを求めて反対するものであります。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

２番、荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） ２番、荊尾です。議案第５１号、平成３０年度南部町農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、承認に賛成するものです。

この事業は住民生活に直結する事業でございまして、大変重要な事業であると思っております。

下水道事業、公共下水道、農業集落排水、浄化槽事業と３つの事業で南部町は進めておりますが、

農集はこのうち４３％と、一番大きなシェアを農集が占めてる状況です。

決算の状況を見ますと、歳出総額２億４，３２２万８，０００円余り、そのうちの一般会計か

らの繰出金は１億１，１１７万４，０００円弱です。使用料収入は７，１３２万３，０００円と

いう状況でございまして、町からの繰出金が４５．７％、非常に高い率だと思います。一方、使

用料の収入は２９．３％と、町として抑えている、住民の使用料の負担を抑えて、町の負担、補

助金、繰入金を多く出してこの事業を支えているという状況でございます。非常に町としていえ

ば頑張ってるんではないかと思います。

先ほどの意見で、移住してこられた方の下水道の料金の決め方が、市部と郡部と料金設定の仕

方が違います。御承知だと思いますけれども、郡部ではやはり水道使用量に合わせて下水道料金
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を決めるということではなくて、１世帯当たり、世帯住民、世帯人ですね、世帯１人当たり５０

０円という金額で決めております。そこにやっぱり、市部と郡部の違いからそういう料金設定で

進んできてるところだと思います。郡部ではどうしても水を生活以外、例えば農業で水を使うと

かそういう部分もありますので、水道使用量と下水道料金をあわせてやるというのは郡部にとっ

てはどうなのかなということで、こういう１世帯当たり幾らということで今、スタートをしてお

ります。

接続率のことを言われましたけど、８６．５％、もうこの８６．５％をどう見るかということ

だと思いますが、私は結構高い接続率で、これ以上なかなか伸びていく、これは下水道料金が高

いからつながないとかという問題の人がそんなに多くいるというふうには思っておりません。し

たがいまして、この農業集落排水事業、適正な事業実施と決算が行われていると私は考えて賛成

意見を述べるものです。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第５１号、平成３０年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決いたします。

賛成、反対御意見ございましたので、起立によって決したいと思います。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（秦 伊知郎君） 起立多数です。よって、本案は、原案どおり認定されました。

・ ・

日程第９ 議案第５２号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第９、議案第５２号、平成３０年度南部町浄化槽整備事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第５２号、平成３

０年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について審査の結果、賛成多数で認定

すべきと決しました。

まず、反対の方の御意見ですが、根本的には議案第５１号と変わらないが、浄化槽整備事業は

農集や公共下水が行かない限られた地域であり、奥部になる。奥部ほど世帯の年齢構成を見ると

高齢者が多い。町から補助があるとはいえ、少ない所得の中から出すのは難しい。整備に対する
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補助に努めてほしい。

一方、賛成の方の御意見ですが、浄化槽区域は南部町の奥部になり、浄化槽を設置することで

南部町の水質を守るということは大事なことだと思う。設置について分担金はいただくが、町費

で設置を行っており、引き続き接続率について上げる努力をしていくということで賛成する。以

上です。

○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） １２番、亀尾共三でございます。議案第５２号、平成３０年度南

部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定についてに反対するものであります。

理由は、先ほど委員長から述べられましたけども、重複しますが聞いていただきたい。接続率

は７６．４％です。この浄化槽の指定地域の方は主に奥部であります。高齢者の世帯が多く、現

状で我慢されているのが実情だと思います。つまり、これを上げるにはどうするのか。これはた

だそれを埋め込むだけではいきません。宅内の改装も当然必要であります。くみ取りの施設から

水洗の施設にかわることが必要であります。

私は一般質問でも申し上げましたが、いわゆるこれが住宅リフォームで１００％できるもので

はありませんけども、しかし、宅内を改装するには、それなりのことについては一定の見通しを

やっぱり行政としてはいくこと、このことが浄化槽の施設を強め合うということになると思いま

す。

もう一つつけ加えますが、先ほど賛成者の討論の中でもあったんですけども、河川の水質浄化

には大変貢献しております。私の前のところでは、これは公共施設の地域ですから、そうとはあ

りませんけども、恐らく合併浄化槽の地域の人もそうだと思います。これの施設をしますと水質

が非常に浄化します。だから、そういうことでぜひ町、行政としても後押しをしてこれを進めて

いくことをやるべきだということを申し上げて反対するものであります。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

３番、滝山克己君。

○議員（３番 滝山 克己君） ３番、滝山です。私は、議案第５２号、平成３０年度南部町浄化

槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で討論をいたします。
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この事業につきましては、公共下水、集落排水整備事業が実施されない地域に限り整備される

事業でございますが、先ほど反対者の意見にもありましたが、雑排水の浄化にはなくてはならな

い最も水質浄化に適した事業ではなかろうかというふうに思っております。

整備率のことを言われましたが、かなりの率で設置はされておりますが、奥部ばかりではなく、

里部でもこの下水管が設置されない場所では未整備のところがあるようでございまして、担当課

におかれましてはいろいろと努力をされてるというふうに思いますが、いま一度啓蒙をしていた

だき、もう年間に今３戸ですけども、６基、７基ぐらいの整備をしていただき、しかもその年限

を決めるということも大事でございますので、そういうことも考えながら整備をしていただきま

すようお願いをして、賛成をするものでございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第５２号、平成３０年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決いたします。

賛成、反対御意見ございましたので、起立によって決したいと思います。

委員長報告に賛成諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（秦 伊知郎君） 起立多数です。よって、本案は、原案どおり認定されました。

・ ・

日程第１０ 議案第５３号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１０、議案第５３号、平成３０年度南部町公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第５３号、平成３

０年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について審査の結果、賛成多数で認定

すべきと決しました。

反対者の御意見ですが、先ほどの議案第５１号と５２号と基本的には同様。地方の小さな町で

あると独立採算は困難である。もっと公費を投入して負担を下げることを要求する。

賛成の方の御意見ですが、今でも繰入金が１億円以上出ている状態です。水道や下水道事業は、

町として住民に対して負担の考え方や現状を説明しながらこの事業を維持していくべきと考える

ので賛成する。以上です。
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○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） １２番、亀尾共三でございます。議案第５３号、平成３０年度南

部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算に反対するものであります。

本町の場合、全国的なんですけども、補助の関係から下水関係で３本の議案があります。一つ

は農業集落排水事業、そしてもう一つ目が浄化槽整備事業、そしてこの３つ目が公共下水道事業

であります。私は、この決算に見ますと接続率が９２．２％、かなり高い率であります。しかし、

何とかして最終的には１００％になれば、これこそ本当に河川の浄化には非常に効果があるもの

と思います。

しかし、これ以上上げるということになりますと、５１号、５２号と同じように理由は重複い

たします。一つは、やはりこの中でこれ以上上げるというのは、いろんな状況で接続されてない、

実施されてない世帯もあると思いますけども、しかし、一言言えばやはりこれに加入するために

はそれなりのお金が必要だということが大きな理由であると思います。そういうことから言いま

すと、やはり確かに繰入金が多いのが、私も承知しておりますが、何とかしてこのためにこの事

業を進めるためには、それ以上の行政側からの後押し、応援というものが必要と考えます。どう

か、そのことを申し上げまして反対するものであります。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

２番、荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） ２番、荊尾でございます。議案第５３号、平成３０年度南部町公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成するものでございます。

先ほど反対者が言われましたけども、公共下水の接続率は９２．２％、農集、浄化槽に比べる

と本当に高い接続率になっております。ずっともう横ばいでこの数字となっておりまして、なか

なかこれ以上を１００％と言われますけども、それに向かってと言われますけども、正直難しい

のではないかなと思います。かなりの努力によって９２．２％というものが出てきてると思いま

す。

私、今回一般質問でもさせていただきましたけども、公共下水道の汚泥減容、それから汚泥処

理、あらゆる方法で経費節減といいますか、そこで住民の負担とならないための事業を行ってき
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ておられると思います。先ほどありましたように、農集と同じように一般会計の繰出金８，２３

９万４，０００円、総事業費が１億９，５９６万１，０００円ですので、４２％が町からの繰入

金で賄ってるという状況でございます。非常に大きな金額となっておりますが、町として公共下

水道、それから農集、浄化槽というこの住民の生活環境を守るために適切な事業を行っていると

いうふうに思います。

以上をもちまして、この議案第５３号に賛成するものでございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第５３号、平成３０年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決いたします。

賛成、反対御意見ございましたので、起立によって決したいと思います。

委員長の報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（秦 伊知郎君） 起立多数です。よって、本案は、原案どおり認定されました。

・ ・

日程第１１ 議案第５４号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１１、議案第５４号、平成３０年度南部町太陽光発電事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第５４号、平成３

０年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について審査の結果、賛成多数で認定

すべきと決しました。

反対の御意見ですが、平成３０年度当初予算のとき、太陽光発電事業特別会計の予算の使い方

を変える条例改正があり、この点については賛成した。ただ、最終的に使った先がＪＯＣＡの温

泉掘削に使われたということで反対した。今回も同様の理由で反対する。

賛成の方の御意見は、条例改正によって予算を一般に使えるようにし、一番最初に使ったのが

ＪＯＣＡの温泉掘削であった。これを皮切りに今後もこの予算をいろんなところに使って、町の

ために発展できるよう使うということになっていますので賛成します。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。
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委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１番、加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） １番、加藤です。平成３０年度南部町太陽光発電事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、反対の立場から発言させていただきます。

委員長発言にもありましたとおり、この３０年度の太陽光発電会計事業、これに関しては条例

の変更がありました。今まで太陽光発電事業の会計については主に水道会計、それから償還、こ

の２つに使われておりましたけれども、このとき一般にも使われるように変更したいということ

で、このことに関しては賛成いたしました。

しかしながら、その使われた先が最終的にはＪＯＣＡによる温泉の掘削、これに使われたこと

に対して反対を唱えました。今回のこの決算についても、同様の立場から発言の立場とさせてい

ただきます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

８番、板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ８番、板井です。私は、この議案第５４号、平成３０年度南部町

太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で討論をさせていただきます。

最初に議長にお断りをしておきます。若干長くなります。よろしくお願いいたします。（「短

くして」と呼ぶ者あり）済みません。

この太陽光発電特別会計では、３０年度７，３００万円の売電収入が出ております。これはあ

そこに太陽光の発電所をつくってからずっと非常にいい売電量というものを、実績が出てきてい

て、それに伴い積立金のほうも順調に積み立てているということで、２９年度末で２億１，２０

０万円強の基金に、平成３０年度では３，０００万円の基金を積み立てられました。そこで３０

年度では取り崩しも行っております。

まずは町民公募債を購入された町民の方々へ返金をしました。これが１億です。この１億が返

金できたということは、まずは本当に順調に売電収入が得れたということを実証したものだとい

うふうに思いますし、それとあわせて先ほど反対されました加藤議員のほうからもありましたけ

れど、条例を改正しながらまちづくりのために必要な事業ということで、これは４，０００万円

を取り崩し、ＪＯＣＡ南部への温泉発掘の支援金として取り崩され、３０年度末の基金はそれで

も１億２，０００万円強の基金残高ということで報告を受けております。

一般会計の続きになりますが、決算のときの続きになっちゃいますけど、一部団体がその法勝
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寺跡地の対応をするというのは、これはＪＯＣＡのことであります。条例で青年海外協力協会、

ＪＯＣＡ南部支所に対して温泉発掘のために基金を取り崩し、４，０００万円の支援に充てたこ

とは、先ほども言いました条例の中の、まちづくりのための必要な事業というのに当てはまり、

何ら問題のない支援であったと、また、基金の取り崩しであったということをまず最初に言って

おきたいというふうに思います。

私もこのたび、南部町とＪＯＣＡの連携事業ということで一般質問もさせていただきました。

ＪＯＣＡの協力によって地方自治体との連携事業、全国のＪＯＣＡが進めている中で、連携事業、

南部町を含めて全国で５つの市町村だけしか事業が展開をされていません。これも一般質問でも

町長のほうから答弁がありました。南部町版生涯活躍のまち拠点整備推進事業ということでＪＯ

ＣＡのほうは事業を計画し、さらに法勝寺高校跡地では温泉が出ました。あとは効能の状況を待

つだけということで、こちらのほうも町長のほうから答弁をいただきました。

今後、この事業、実現に向けて加速化をされるということになります。これは企画政策課の課

長のほうからも、説明も聞きました。拠点施設を中心として、多世代交流事業、異文化交流事業

が実施され、障がいのある方への社会参画を目的とした就労継続支援Ａ型事業所も運営され、そ

のような施設、ごちゃまぜと呼ぶ福祉施設が計画されている。設計図のほうも後で議会のほうに

提出もありました。

私は、このたびの一般質問で町長にも答弁を求めましたが、南部町とＪＯＣＡとの連携でこの

ごちゃまぜの福祉施設を中心に、町民が温泉に入りながら、老若男女を問わず町民同士の触れ合

いと、さらに障がいを持っている人たちの交流で新しい南部町の姿と地域の再活を期待している

という町長の答弁がありました。

ＪＯＣＡ南部は、３年ぐらい前でしたかね、南部町のほうに事務所を開設されました。南部町

の生活や体験の支えとして、今現在、農産物加工施設めぐみの里や農産物の販売施設、とっとり

花回廊にあります特産センター野の花を指定管理により施設を核とした集いの場所づくり、さら

に生涯活躍のまち関係団体への支援及び連携事業の実施、地場産業支援として富有柿を中心とし

た果樹栽培支援から加工までの６次産業化や、一般・特定相談支援事業の運営、放課後児童クラ

ブの運営など、さまざまなところで町民との交流や支援をしながら、我が町の再生・再活に協力

をいただいております。これはこれまで行政、また、町民の力ではなかなかできない部分を、発

展途上国への支援と体験、経験をしてこられた実績を糧として町外から移住され、ここまで積極

的に協力される、このような団体はないと言っても過言ではなく、南部町とＪＯＣＡ連携事業に

おいて大いに期待もするところであります。
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反対者の方も、今では出ておりませんが、温泉を発掘するときの支援金のことでは言っておら

れました。もし温泉が出なかったらという仮説は、現時点では夢物語となってしまいました。今

後は、町民が長年の願望であった、町内で温泉が湧き出ました。二、三年先には法勝寺宿、法勝

寺高校跡地で温泉につかりながら裸の町民の交流ができる将来への大きな展望ができたというふ

うに思っています。

正直、一番ほっとしておられるのは、目の前におられる町長ではないかなというふうに思いま

すけれど、そういったお金を本当に責任を持ってされた、支援をされた町長にも敬意を表し、そ

してここまでできたものを、ＪＯＣＡとの連携をさらに一層深めていただいて、町民が温泉につ

かっている姿を最後まで責任を持っていただきたいことをお願いして、この歳入歳出決算の認定

について賛成の討論といたします。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。

午前１１時１０分休憩

午前１１時１０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

委員長報告に反対ですね。（「はい」と呼ぶ者あり）反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 議案の第５４号、太陽光発電事業特別会計、反対いたします。

議長、私も若干長いですが、いいでしょうか。冗談です。

先ほど反対の理由として述べた加藤議員の趣旨は、本来の条例で基金の使い方のことで反対を

いたしました。ＪＯＣＡがどうのこうのとありますが、その中でまちづくりに必要という点です

よね。その点について、私たちは温泉掘削にお金出すことが必要な事業かどうかという点での反

対だという点です。

先ほど言われたように、ＪＯＣＡの事業がどうのこうのでこれを反対しているとこういうふう

に言われましたので、私たちはいわゆる地方創生事業の中で、ＪＯＣＡの進出してくることにつ

いて、ＪＯＣＡそのものがどうのこうの、やっていることについて先ほど言ったように住民の合

意はとられているのかという点とか、それから本当に町が独自で考えた政策になり得るのかとい

う点ですよね、そういう点で問題があるのではないかということを言わせてきたわけですよ。温

泉掘削に４，０００万、それからこれだけではありませんでしたよね、温泉掘削とＪＯＣＡにつ

いて言えば。平成３０年度の決算は８，０００万円以上のお金が出てるんですよ。あと３，００
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０万は地方創生推進交付金の約１，５００万を一般財源入れて３，０００万入れてるわけですよ

ね。これが住民合意になるかどうかという点でいえば、私は意見の分かれてるところだというふ

うに思うわけです。

先ほどどうしてもＪＯＣＡと地方創生の話で反対討論、賛成討論をされてきたんですけれども、

本当に例えば温泉掘削でやった今の法勝寺の建物で、私たちも図面見せてもらいましたよね。見

た方もいると思うんですよ。つくった設計業者が石川県の方ですよね。温泉を掘った町とすれば、

８，０００万近くお金出したんですけれども、その波及効果というのは地方にあったでしょうか。

それと、もう一つ心配しておりますのは、大きな建物建てるけれども、町がつくった、１００

％出資してつくったスポｎｅｔなんぶとかの競合とかしていく中で、本当にまちづくりのあり方

を考えた上でのＪＯＣＡ進出だろうかという点では疑問が多いのではないだろうか。

それから、採算がとれるとこうおっしゃいましたけれども、と同時に、このＪＯＣＡの進出に

ついては執行部のほうからも企業の誘致と考えてもらったらいいという意見も出てましたが、企

業誘致というのは企業みずからが生み出していくんですよ、利益を生み出していく団体なんです

よね。その中で、そのお金で雇用してもらって恩恵があるという点ですけども、ＪＯＣＡですよ

ね、これは財団で、ほとんどが見てもらったらわかるように、いろいろ事業もしていますけども、

国からのお金ですよね。とすれば、今、今後ＪＯＣＡが来て進出してるところに、この温泉以外

に１，９００万というお金が出てるわけですよ。それは地方創生交付金が半分と、町が出してる

んですけども、行く行くは自立していただかなければ、今のまま以上もふえてきたらこのお金を

どこで負担するかということになるわけですよ。国が負担するかどうかですよね。そういうこと

が問題になってくると思うんですよ。

私は、そういう意味でいえば、ＪＯＣＡの問題については評価の分かれるところだというふう

に思っております。それがもろ手を挙げて賛成できるものではないということも指摘して反対を

いたします。

○議長（秦 伊知郎君） ９番、景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） ９番、景山です。私は、この議案に賛成の立場から討論させてい

ただきます。

賛成、反対ともに非常に広い視野からの議論がなされておりましたが、この太陽光発電事業自

体をやるかやらないか、主体が町でやるのか、民間に任せるのかといったころ、やはり全住民が

お金を、ＦＩＴというお金を負担をしながらこの自然エネルギーの買い取り事業というものが運

営されていく以上、やはり町が受け皿となって収益を得た後、住民の皆さんにその利益、収益を
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還元していこうという観点から、町が直営ということが選択をされたわけです。

今回の決算を見ましても、今回だけではありませんけれども、想定以上の収益金が上がってい

ること、そしてそれに基づいて順調な起債の償還もなされていること、そして今回、今までは自

然エネルギー系だけに使途が限られておりましたが、これももう少し幅を広げるという意味では、

より住民の皆さんにこの太陽光発電による収益の還元ができる道が広がったということで、とて

も好ましいことだというふうに思っております。

そして今回、先ほどからお話の中心となっておりますが、意欲的な投資、町の単独の財源とし

て、これから町長も何回も言われましたけれども、経験したことのないような時代が来ると。そ

の中で、町の生き残りだとか住民の利益、暮らしやすさ、そういったものを考えていくための本

当に一か八かといったら言い方は非常に不適切ですが、ただ、そういう場面も必要になる、そん

なときに使えるお金として十分に役立った、そういった財源となっているというふうに思います。

そういった観点から、今回の太陽光発電の会計決算は賛成すべきというふうに考えます。

○議長（秦 伊知郎君） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第５４号、平成３０年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決いたします。

賛成、反対ございましたので、起立によって決したいと思います。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（秦 伊知郎君） 起立多数です。よって、本案は、原案どおり認定されました。

・ ・

日程第１２ 議案第５５号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１２、議案第５５号、平成３０年度南部町水道事業会計決算の認

定についてを議題といたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第５５号、平成３

０年度南部町水道事業会計決算の認定について審査の結果、全員一致で認定すべきと決しました。

以上です。
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○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これで討論は終わります。

これより、議案第５５号、平成３０年度南部町水道事業会計決算の認定についてを採決いたし

ます。

本案は、委員長の報告どおり認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告どおり認定され

ました。

・ ・

日程第１３ 議案第５６号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１３、議案第５６号、平成３０年度南部町病院事業会計決算の認

定についてを議題といたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第５６号、平成３

０年度南部町病院事業会計決算の認定について審査の結果、全員一致で認定すべきと決しました。

以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これで討論は終わります。

これより、議案第５６号、平成３０年度南部町病院事業会計決算の認定についてを採決いたし

ます。

本案は、委員長の報告どおり認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告どおり認定され
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ました。

・ ・

日程第１４ 議案第５７号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１４、議案第５７号、平成３０年度南部町在宅生活支援事業会計

決算の認定についてを議題といたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第５７号、平成３

０年度南部町在宅生活支援事業会計決算の認定について審査の結果、全員一致で認定すべきと決

しました。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長の報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これで討論は終わります。

これより、議案第５７号、平成３０年度南部町在宅生活支援事業会計決算の認定についてを採

決いたします。

本案は、委員長の報告どおり認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告どおり認定され

ました。

・ ・

日程第１５ 議案第５８号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１５、議案第５８号、南部町放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第５８号、南部町

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について審査の結

果、全員一致をもって可決すべきと決しました。以上です。
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○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これで討論は終わります。

これより、議案第５８号、南部町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、委員長の報告どおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告どおり可決され

ました。

・ ・

日程第１６ 議案第５９号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１６、議案第５９号、南部町税条例の一部改正についてを議題と

いたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第５９号、南部町

税条例の一部改正について審査の結果、全員一致をもって可決すべきと決しました。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これで討論は終わります。

これより、議案第５９号、南部町税条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、委員長の報告どおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告どおり可決され

ました。

・ ・
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日程第１７ 議案第６０号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１７、議案第６０号、南部町印鑑条例の一部改正についてを議題

といたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第６０号、南部町

印鑑条例の一部改正について審査の結果、全員一致で可決すべきと決しました。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これで討論は終わります。

これより、議案第６０号、南部町印鑑条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、委員長の報告どおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告どおり可決され

ました。

・ ・

日程第１８ 議案第６１号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１８、議案第６１号、令和元年度南部町一般会計補正予算（第２

号）を議題といたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第６１号、令和元

年度南部町一般会計補正予算（第２号）について審査の結果、賛成多数で可決すべきと決しまし

た。

反対者の方の御意見は、プレミアム付商品券発行事業に関すること。発行自体は恩恵を受ける

方がいるのも事実だが、低所得者対策に限るなど対象が中途半端で不公平である。低所得者の今

後予想される消費税の負担と比べると一時しのぎに過ぎない。消費税増税をやめるべきだという

立場から反対します。
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賛成の方の御意見は、消費税の増税で迷惑をこうむるのは低所得者です。プレミアム付商品券

発行事業は、その低所得者対策として、消費税は上がるけれども低所得者を支援する政策の一環

であるため賛成します。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 今回の令和元年度の一般会計補正予算（第２号）に反対いたしま

す。今回の反対理由は、先ほど委員長が述べてくださったように、この中に消費税絡みのプレミ

アム付商品券の発行事業が入ってるという点です。

今回の補正は１億１，９８３万４，０００円を追加して、総額６８億６，７９５万２，０００

円にするという内容でした。この中に国の補助金１，３００万をもらって、プレミアム付商品券

発行事業を６，５００万円計上されています。これは初日の全協等でも具体的な説明を受けてき

たところですが、今回のプレミアム付商品券にはさまざまな問題が含まれると考えています。

９月に始まった本会議の前の全協、９月５日ですね、この現在で非課税世帯、いわゆるこのプ

レミアム付商品券の発行は、非課税世帯と子育て世帯ですよね。非課税世帯が２，３９１名、１，

８６９世帯、子供がいるという子育て世帯が２２６人で、約２，６００人に発行することを予定

されてるという内容でした。

子供さんのいる家庭については、無条件に申請する用紙等が来るんですけれども、非課税世帯

には、自分で申請しないといけないわけですね。その中で、９月５日現在で２，３９１人いる世

帯でどれだけの申請者かと聞いたら、３６８人。これは今、もっとふえてると思うんですね。け

ども、どこともそうですけども出足は非常によくないわけなんですよ。

それで、一方、プレミアム付商品券というのは地元で発行しますから、地元で受けてくれる商

店等がなかったらいけないので、その商店が幾らかというと、それも９月５日現在では３９店舗

だという内容でした。８月初めから対象者に送られている申請書の申し込みについては、店舗名

がなかったわけですよね、まだ決まっていなかった段階ですから。

９月の初め、言ったように３９店舗ですが、これは思い出していただきます、何年前、平成２

８年と言ってましたね。２８年にもいわゆるプレミアム商品券の発行事業がありました。そのと

きは参加する地元の業者が６０店舗だったというんです。半分ちょっとですよね。なぜこういう
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ふうに低調かという理由で執行部側がつかんでいるのは、対象が低所得者に限られてる段階で、

やっぱり一部分的な商品券発行事業なんですよね、ということだということなんです。これは１

０月から使えるんだけれども、使えるのは３月の３１日まで、半年間ですよね。（サイレン吹

鳴）

対象者１人当たりが２万５，０００円で商品券を２万円で買えるから、いわゆる５，０００円

分がお得ですよという内容のプレミアム付商品券発行です。消費税２％上げて、これから続くの

にこの５，０００円がどれだけの効果があるのか、ちょっと考えたらわかることではないでしょ

うか。それに２万５，０００円全部使うかどうかもわからないという内容です。余りにも目先に

ニンジン等ぶら下げて、これで納得せよというような子供じみたやり方に国民は納得しているわ

けではないということを私は大きな声で言っておきたいと思うんです。

本当に低所得者のことを考えるのであれば、今回のような消費税増税はやめるべきだというふ

うに思いませんか。とりわけ低所得者と言われる層がよその大都市に比べて地方都市に多いこと

考えれば、私は地方からこのような声を上げていくべきだというふうに考えています。確かにこ

の中で買われる方については、５，０００円がお得になるという状況についてはわからんことも

ないと思うんですけれども、そういう点から見て非常に不公平だという点で、これでは消費税増

税の具体的な低所得者対策なんかなり得ないということを厳しく批判して、反対の意見です。

と同時に、もう一つ指摘しておきたいのは、今回の補正予算の中では、重度身障者福祉タクシ

ーの助成とか、就学援助の奨励とか、教育振興助成、いわゆる大会参加費の負担とか、林地崩壊

での事業とか、住民にとって必要なことはあるから、これは私たちは反対するものではないとい

うことです。それを言っておきますね。

３つ目に、これは反対ではないですが、意見を言っておきたいというのが、公民館の建てかえ

事業で今回新たに２，８８５万７，０００円の補正予算が出たということなんです。これについ

ては、私たちはいろいろ意見を言ってもらいました、複合施設を整備していかなきゃならないと

いう点に立っているという点では理解しているという点ですが、このときもこの事業等で一般質

問等も私たちさせてもらったのは、本当にどれだけのお金がかかるのかという点で、一つのめど

として１０億という意見が出たわけですよね。１０億ぎりぎり等の予算というか、めどが出てた

の御存じですよね。やっぱり事業って始まったらどんどん補正でふえてくるんですよ。恐らくこ

の公民館事業しても追加補正で工事費の補正とか来るんじゃないかなと思うんです。今回のいわ

ゆる不足額２，８００万ですけども、アスベスト対策で９３０万、ＰＣＢ対策で９００万、それ

で解体費用で１，０４３万。これが当初の予想とは違ったんだと、予測とは違ったんだというけ

－４２－



ど、これで予測違えば建設費等も変わってくるのかなと思うんですけども、そういう点において

は、確かに建てる以上は一定の質の問題とか、きちっとやらなくてはならないと思いますが、今

後、一番言われているのが、人口少なく、中で公共負担どうするのかといって、住民の暮らしを

締めつける内容がいっぱいあるわけですよ。その中での建設費の投資というのは十分慎重でなく

てはならないということを指摘しておきたいと思います。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

５番、白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） 一般会計補正予算は、これ賛成の立場で討論させていただきます。

先ほど消費税の増税にリンクしたプレミアム付商品券の事業があるということが反対の主な理

由だったと思いますけども、このプレミアム付商品券は当然、皆さんの御存じのごとく緩和措置

としてあるわけでして、今の少子高齢化の中で社会保障費は増加するばかりであります。

１９９０年は、社会保障費は大体１１兆５，０００億円ぐらいでしたが、昨年は、２０１８年

は約３３兆円と、この３０年間で３倍まで膨れ上がっております。このたびの増税の使い道とし

ては、次世代への負担軽減が２兆８，０００億円、幼児教育の無償化、保育士や介護人材の処遇

改善などが１．７兆円、社会保障の充実が１．１兆円と、この国の持続に大きくかかわるものば

かりであります。

一方で、増税の緩和策としてこのプレミアム付商品券発行事業、低所得者、３歳未満の子供さ

んを持つ家庭を対象とした事業であります。消費税は２％上がりますけども、この商品券は２５

％のお得がついております。これは有効に使ってほしいと思います。

また、その他の補正では、町内で起業を促進するという事業がありまして、当初３件の見込み

が８件にふえたための増額補正、これは町や商業の活性化にもつながると思います。また、イノ

シシ解体にかかわる冷凍ストッカー購入に関するもの、さらに農閑期における農家の所得向上を

目指すため、キノコ栽培に取り組む組織に助成をするもの、また、教科書の字が見えにくい子供

さんへ拡大教科書費用を助成するもの、自然災害により補修が必要となったもの、社会問題とな

っております高齢者の事故、あおり運転への対策として、踏み間違い防止装置、ドライブレコー

ダーへの購入助成をするものなどが入っております。

予算があって補正があるわけですけども、我が町を持続させるために組み上げた予算に適応し

た補正予算となっております。よって、可決すべきと考えております。

○議長（秦 伊知郎君） ほかに発言ありますか。（「賛成です」と呼ぶ者あり）

８番、板井隆君。
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○議員（８番 板井 隆君） 賛成でいいでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） はい。

○議員（８番 板井 隆君） この補正予算、賛成の立場です。１つだけちょっと言っておかな

くちゃいけないことがあるので、ちょっと失礼します。決算の反対討論のときに加藤議員がフリ

ーズドライの話をされ、フリーズドライについて利用がなされていないということ、反対討論に

あったと思います。

今回、補正予算でこのめぐみの里の施設管理事業費の中で出ていますこの状況を見ると、平成

３１年３月に導入したフリーズドライの機械です。この３０年度の間にそういった対応が産業課

としてもできたでしょうか。新年度になって事業を始めてやってみたけど、なかなか町民の方に

伝わらない。理由の中にありますビワやシイタケ、おこわ、それからネギなども試験をしてみた。

これをもっと町民へ周知したいということで機械導入をした後の対応、町民の方への、利用して

いただけるような姿へ持っていくために、今回２９万３，０００円、利用料をつけて町民への周

知を図るということで補正予算がついています。

結局、一般会計の決算ではできなかったところを反対をして、新年度のところでも反対する、

これはやはりもうちょっと議員としてもしっかりと精査をしていく必要もあるんではないかなと

いうふうに思います。いつも産業課に私は厳しいことも言うこともありますけど、このたびはこ

のような流れがあった、できるはずがなかったところをこの令和元年度で対応している、そこを

町民の方にも知っていただきたく賛成の討論といたします。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） ほかに発言ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第６１号、令和元年度南部町一般会計補正予算（第２号）を採決いたします。

賛成、反対ございましたので、起立によって決したいと思います。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（秦 伊知郎君） 起立多数です。よって、本案は、原案どおり可決されました。

・ ・

日程第１９ 議案第６２号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１９、議案第６２号、令和元年度南部町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第１号）を議題といたします。
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予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第６２号、令和元

年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について審査の結果、全員一致で可決

すべきと決しました。

○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これで討論は終わります。

これより、議案第６２号、令和元年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）を

採決いたします。

本案は、委員長の報告どおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告どおり可決され

ました。

・ ・

日程第２０ 議案第６３号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２０、議案第６３号、令和元年度南部町公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第６３号、令和元

年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について審査の結果、全員一致をもって

可決すべきと決しました。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これで討論は終わります。
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これより、議案第６３号、令和元年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）を採

決いたします。

本案は、委員長の報告どおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告どおり可決され

ました。

・ ・

日程第２１ 議案第６４号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２１、議案第６４号、令和元年度南部町病院事業会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第６４号、令和元

年度南部町病院事業会計補正予算（第２号）について審査の結果、全員一致で可決すべきと決し

ました。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これで討論は終わります。

これより、議案第６４号、令和元年度南部町病院事業会計補正予算（第２号）を採決いたしま

す。

本案は、委員長の報告どおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告どおり可決され

ました。

・ ・

日程第２２ 議案第６５号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２２、議案第６５号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変

更についてを議題といたします。
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予算決算常任委員長からの報告を求めます。

予算決算常任委員長、三鴨義文君。

○予算決算常任委員会委員長（三鴨 義文君） 予算決算常任委員長です。議案第６５号、辺地に

係る公共的施設の総合整備計画の変更について審査の結果、全員一致で可決すべきと決しました。

以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これで討論は終わります。

これより、議案第６５号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを採決いたし

ます。

本案は、委員長の報告どおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告どおり可決され

ました。

・ ・

日程第２３ 陳情第４号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２３、陳情第４号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２

分の１復元をはかるための、２０２０年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情を議題といた

します。

本件について民生教育常任委員会の報告を求めます。

民生教育常任委員長、長束博信君。

○民生教育常任委員会委員長（長束 博信君） 民生教育常任委員長です。民生教育常任委員会に

付託されました陳情第４号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるた

めの、２０２０年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情についての、民生教育常任委員会に

て審査いたしました。

審査及び採決の結果、全員一致で採択すべしと決しています。

内容については、同じ趣旨の陳情が毎年出されていること、職員の定数割り込みで現場は非常

に厳しい状況下にあること、これは根気よく提出していかなければいけないとの御意見でありま
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した。ほかには異議なし、同じ意見というもので、採択すべきでないという御意見はありません

でした。以上、報告終わります。

○議長（秦 伊知郎君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これで討論は終わります。

これより、陳情第４号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるため

の、２０２０年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情を採決いたします。

委員長の報告は採択でありましたので、本案を採択することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告どおり採択する

ことに決しました。

ここで休憩をとります。再開は１３時、午後１時としますので、よろしくお願いいたします。

午前１１時４７分休憩

午後 １時０４分再開

○議長（秦 伊知郎君） それでは、少し遅くなりましたが、再開いたします。

・ ・

日程第２４ 議案第６６号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２４、議案第６６号、南部町固定資産評価審査委員会委員の選任

についてを議題といたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、議案第６６号、南部町固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて御説明いたします。

南部町固定資産評価審査委員会委員として次の者を選任したいので、地方税法第４２３条第３

項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
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氏名のみを申し上げます。田邉元史、畠稔明、唯清視、以上３名でございます。

３名の履歴は、別紙のとおりでございます。それぞれの方が固定資産評価審査委員としての十

分な識見をお持ちの方でございますので、同意をいただきますようよろしくお願いいたします。

以上です。

○議長（秦 伊知郎君） これより質疑に入ります。提案に対して質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これで討論は終わります。

これより、議案第６６号、南部町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたしま

す。

議案第６６号は、原案どおり同意することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案どおり同意されました。

・ ・

日程第２５ 発議案第１１号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２５、発議案第１１号、教職員定数の改善及び義務教育費国庫負

担制度拡充に係る意見書を議題といたします。

提案者であります民生教育常任委員長、長束博信君から趣旨説明を求めます。

民生教育常任委員長、長束博信君。

○民生教育常任委員会委員長（長束 博信君） 民生教育常任委員長、長束博信です。そうします

と、発議案第１１号について。



発議案第１１号

教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書

上記の議案を別紙のとおり、南部町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出する。

令和元年９月２５日 提出

提出者 南部町議会民生教育常任委員長 長 束 博 信

－４９－



南部町議会議長 秦 伊知郎 様



別紙意見書（案）の読み上げにつきましては、副委員長の白川議員にお願いをしております。

よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 民生教育常任委員会副委員長、白川立真君。

○民生教育常任委員会副委員長（白川 立真君） 別紙、読み上げます。



別紙

教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る

意見書（案）

学校現場では、解決すべき課題が山積しており、子どもたちのゆたかな学びを実現するための

教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっている。特に小学校におい

ては、新学習指導要領の移行期間中であり、外国語教育実施のため授業時数の調整など対応に苦

慮している。ゆたかな学びの実現のためには教職員定数改善などの施策が最重要課題だ。また、

学校現場においては、長時間労働是正にむけて教職員の働き方改革がすすめられようとしている

が、中でも教職員定数改善は欠かせない。

義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革」の中で国庫負担率が２分

の１から３分の１に引き下げられた。厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置等を行って

いる自治体もあるが、自治体間の教育格差が生じることは大きな問題だ。国の施策として定数改

善にむけた財源保障をし、子どもたちが全国のどこに住んでいても、一定水準の教育を受けられ

ることが憲法上の要請だ。ゆたかな子どもの学びを保障するための条件整備は不可欠である。

よって、国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計

画的に教育行政を進めることができるように、下記の措置を講じられるよう強く要請する。

記

１．計画的な教職員定数改善を推進すること。

２．教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を２分

の１に復元すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和元年９月２５日

鳥取県西伯郡南部町議会

－５０－



【提出先】

内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、衆議院議長、参議院議長



以上です。

○議長（秦 伊知郎君） ただいまの趣旨説明に対して質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これで討論は終わります。

これより、発議案第１１号、教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書

を採決いたします。

本案は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案どおり可決することに決

しました。

・ ・

日程第２６ 発議案第１２号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２６、発議案第１２号、２０１９年１０月からの消費税１０％中

止を求める意見書を議題といたします。

提案者であります加藤学君から趣旨説明を求めます。

１番、加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） １番、加藤学です。



発議案第１２号

２０１９年１０月からの消費税１０％中止を求める意見書

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出します。

令和元年９月２５日 提出

提出者 南部町議会議員 加 藤 学

－５１－



同 同 亀 尾 共 三

同 同 真 壁 容 子

南部町議会議長 秦 伊知郎 様

別紙

２０１９年１０月からの消費税１０％中止を求める意見書（案）

政府は予定通り２０１９年１０月から消費税率を１０％に引き上げようとしている。

実質賃金は伸びず、家計消費は低迷し、深刻な消費不況が続いている。格差と貧困は拡大する

一方である。

このまま税率引き上げが実施されれば、地域経済をさらに疲弊させ、中小企業や小規模事業者

の営業を脅かし、雇用不安を招くなど国民生活への影響は計り知れない。「軽減」と宣伝されて

いる複合税率による混乱も心配されている。

景気悪化を招き、低所得者ほど負担が重いのが消費税の特徴である。「いま、消費税を上げる

時なのか」といった声が大きく広がっている。

こうした趣旨から、下記のことを強く求める。

記

１．２０１９年１０月からの消費税１０％への引き上げは中止すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和元年９月２５日

鳥取県西伯郡南部町議会

【提出先】

内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長



別紙を読み上げましたが、趣旨説明について簡単に述べさせていただきます。今回の消費税１

０％値上げ中止を求めるものは主に２点です。

６月議会の一般質問でも言いましたが、消費税を導入したとき、これは広く浅くということで

消費税３％という形で導入されました。それが現在は１０％にまで上げられようとしております。

消費税というのは、そもそもがないほうがいいというのがこの税法です。特に消費税というのは、

所得が少ない人にとっては所得のほとんどを消費に使う場合、それに全てにおいて消費税がかか

ります。特に今回１０％になった場合、全体の所得の９％が税に持っていかれる、こういうこと

－５２－



になります。ところが、所得が多い人にとってはそういうことにはなりません。つまり、低所得

の人にとっては税が重く、所得の多い方にとってはそれほど重くない。これは完全に不公平な税

率であると言われます。

そしてもう一点、これは前回消費税を５％から８％に値上げをした際、この値上げする際の１

４年のときには駆け込み需要が大変ありました。ところが、その後の落ち込みが現在までもまだ

続いております。こういった状態の中で、特に消費経済が落ち込んでいる中で消費税を２％上げ

るということは、さらに経済に、特に消費経済において落ち込みが発生することが考えられます。

このことについてどういうことになるか、これは全く予測できないというほか言いようがありま

せん。

以上の理由から、今回の提案説明とさせていただきます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） ただいまの趣旨説明に対して質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

まず、原案に反対者の発言を許します。

１１番、井田章雄君。

○議員（11番 井田 章雄君） １１番、井田でございます。発議案第１２号、２０１９年１０月

からの消費税１０％中止を求める意見書、私は反対の立場で討論をします。

８％から１０％への増税反対についての意見書は、これまで２回提出されています。平成３０

年１２月定例議会開会中の１２月１９日に、発議案第１８号として、消費税の増税の中止を求め

る意見書、平成３１年３月定例議会開会中の３月２２日に、陳情第１号として、２０１９年１０

月からの消費税増税を中止することを求める陳情書として提出されました。本会議は、いずれも

否決、不採択であります。

次に、消費税の流れをちょっと簡単にお話しさせていただきますが、これは野田政権下の２０

１２年６月、２０１４年に８％、２０１５年に１０％に引き上げる法案が提出されております。

８月１０日の参議院本会議でこの件について可決成立したところであります。その後、安倍政権

下で８％への引き上げは予定どおり行われましたが、１０％への引き上げについては２回延期さ

れたところであります。２０１８年１０月に、リーマンショック級のような状況がなければ２０

１９年１０月に消費税率を１０％に引き上げることを国民に対し表明され、同時に軽減税率を導

－５３－



入すると発表されました。そして、その準備が現在着々と進められているところでございます。

これによって社会保障、先ほどの白川議員も言いましたが、社会保障が昨年度３３兆円でした

でしょうか、もう４０兆円行くんじゃないかという話が出ております。その社会保障の充実、そ

れから少子化対策、将来世代の負担軽減、そして財政再建などが進められる予定でございます。

以上のようなことを総合的に判断をいたしまして、私は反対の意見といたします。よろしくお

願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

１番、加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） まず、軽減税率について着々に進んでいるということですけれど

も、これ着々と進んでおりません。きょうの日本海新聞にもたしか載ってたと思うんですけれど

も、対象タクシーは運次第とかという記事が載っておりました。それからあと、現在、軽減税率

に備えるためのレジですけれども、これの普及率が至っておりません。５割であるという話もあ

りますし、３割まで行ってないという話もあります。それから、１０月には間違いなくこのレジ

届かないところが発生します。その結果、中には８％で計算して２％分は自分で自腹を切ろうか

という、そういうような話も出ております。着々には進んでおりません。

それから、社会保障ですけれども、これに関してはいろいろな数字があって、適当な数字を示

すことができないんですけれども、これは前回の数字ですけれども、山本太郎事務所が出してる

数字では、消費税分の８４％が使途不明であったとかというような、大きなクローズアップされ

たような記事が載っております。また、それ以外においても、現在使われようとしているこの保

障費ですけれども、実に使われ方が少ないというのが現実です。５分の４に関しては、結局は財

建を立て直すために使われるのではないか、こういうふうに言われております。そして、一番問

題になるのが、本来、この社会保障費においてこれを消費税で賄うというこれ自体が多分間違い

です。消費税で賄わない、そういったことを使うべきだということを指摘して、賛成の意見とさ

せていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） これをもって討論を終結いたします。

これより、発議案第１２号、２０１９年１０月からの消費税１０％中止を求める意見書を採決

いたします。

賛成、反対御意見ございましたので、起立によって決したいと思います。

原案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

－５４－



○議長（秦 伊知郎君） 起立少数です。よって、本案は否決されました。

・ ・

日程第２７ 発議案第１３号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２７、発議案第１３号、日韓関係の正常化を求める意見書を議題

といたします。

提案者であります真壁容子君から趣旨説明を求めます。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 発議案第１３号、日韓関係の正常化を求める意見書を提案いたし

ます。



発議案第１３号

日韓関係の正常化を求める意見書

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出します。

令和元年９月２５日 提出

提出者 南部町議会議員 真 壁 容 子

同 同 亀 尾 共 三

同 同 加 藤 学

南部町議会議長 秦 伊知郎 様

別紙の（案）を読み上げたいと思います。

別紙

日韓関係の正常化を求める意見書（案）

２０１８年１０月に韓国の最高裁が韓国人の元「徴用工」への慰謝料支払いを日本企業に命じ

たことを契機に日本と韓国の関係の悪化が深刻になっている。

悪化の直接の原因は、安倍政権が「徴用工」問題という政治的対決の「解決」の手段として、

対韓貿易規制の拡大をおこなったことである。政治的な紛争の解決手段として、貿易問題を持ち

出すのは政経分離の原則に反するものであり、結果として関係を一層こじらせる結果になってい

る。

さらに根本原因としては、安倍首相が、９５年の「村山談話」、小渕首相と金大中大統領が発

－５５－



表した９８年の「日韓パートナーシップ宣言」で明記された「植民地支配への反省」の立場を投

げ捨てる態度をとり続けていることがある。過去の植民地支配への真摯な反省の立場を土台にし

てこそ、日韓両国間の諸懸案の解決の道が開かれる。

日本と韓国はこれまで密接な経済関係を持ち、ともに成長し、東アジア経済全体に欠かせない

役割を果たしてきている。朝鮮半島の非核化、平和の課題でもともに重要な位置にいる。

日本海沿岸に位置する鳥取県では、韓国からの観光客の減で対策を迫られている。本町にとっ

てもこれまで韓国国際交流員の配置、大学・高校生の相互訪問など韓国との交流を２５年にわた

って行ってきている。日韓関係の正常化は喫緊の課題だ。早期の正常化を心から求めたい。意見

の違いがあるときこそ、相手の意見を理解することから始める外交力が求められている。

安倍政権においては、これまでの日本政府がとってきた植民地支配への反省の立場を堅持し、

早期に日韓関係の正常化を図ることを求める。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和元年９月２５日

鳥取県西伯郡南部町議会

【提出先】

内閣総理大臣、外務大臣、衆議院議長、参議院議長



ちょっとつけ加えさせてください。皆さんも毎日のテレビとか新聞で御存じのように、日本と

韓国の関係がこれまでになく悪化しているということで、胸を痛めてる人も多いのではないかと

思います。その一方で、テレビなどでは一方的に相手側の批判するような意見が出てきてるとい

うことは双方の国民にとっていいことではないし、一国民であると同時に、例えば地方政治に携

わる自分として一体何ができるんだろうかと思って、考えた結果での意見書を上げようではない

かという提案です。

ここでは、徴用工の問題では意見の違いがあることも知っています。今一番皆さんと共有した

いのは、意見の違いがあるときだからこそ、話し合いの土台につくようなやり方で解決していこ

うではないかということを地方議会から政府に提案しようではないかということです。

「意見の違いがあるときこそ、相手の意見を理解する」、この相手の意見を理解するところで

一つだけ言わせてください。ことしの８月１５日に文在寅大統領が光復節で挨拶されたときの話

を覚えていませんでしょうか。これまで６０年にわたる長い戦争の終結の日が１９４５年の８月

１５日だったと言ったわけですよね。そのうちの６０年間の約３５年、１９１０年から４５年ま

－５６－



での３５年間がいわゆる日韓併合で植民地となった時代だったわけです。この３５年前の２５年

間のことも含めてるわけですよね。

一体何があったかというと、明治政府から１０年たってもう少したった１８９４年、日清戦争、

それから１０年後の日露戦争、これらが全て韓国の国民から見たら戦争状態だったということな

んですよね。日清、日露で、日本人からしたら韓国の名前は出ていないけれども、その戦場とな

ったのがあの朝鮮半島だったわけですよね。そこにかかわってたのが韓国の方から見れば、日清、

日露で、両方にいるのが日本軍なわけなんですよね。この戦争の見方についてもこの場ではいろ

んな違いがあると思うんですけども、少なくとも相手を理解するというのは、今になって徴用工

の問題を何で出してくるのかという方もいらっしゃると思いますが、韓国の国民にとってみれば

過去の６０年というのが全く戦争の置かれた状態で、身内ですね、親戚とか近所の人、地域の方

々でこの犠牲にならなかったという人はいないというような目に遭ってきたということが親の代、

祖父の代ですね、一世代前、二世代前に続いていたということが現実としてあるということを私

たちは受けとめる必要があるのではないかと思うのです。その上であれが侵略戦争だった。例え

ば日韓併合は合意だったという意見等もあると思うんですけども、少なくとも相手が声を出して

くる状況とすれば、そういう中で声を上げてきているということは、私たちは歴史認識の上でつ

かんでおく必要があるのではないかと思うんです。

そして、互いに意見の違いがあっても、それを経済的なことでやり合ったりとか、民族の批判

をしたりとか、そういうことではなくて、今、民間外交では南部町なんかでも行ってるような民

間人との交流、自治体同士の交流が鳥取県知事も含めて始められてるときに、私たちは何よりも

これを応援するためには、一こういう公式な地方議会として声を上げていくことが大事ではない

かと思います。文面についても非常に皆さんと一致できるのではないかと思って努力をいたしま

した。どうか一致できますよう、考えていただきますようよろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） ただいまの趣旨説明に対して質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

まず、原案に反対者の発言を許します。

５番、白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） 反対の立場で討論させていただきます。
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先ほど真壁議員から、意見の違いはあるけども話し合いの土台にしてという部分ありました。

そこの部分は共感できるんですけども、早期に正常化を図るということはなかなか難しいんだろ

うなと思います。今の日韓関係はさまざまな問題、例えばレーダー照射問題など、さまざまな問

題が重なり合って深刻な状況となっております。民間交流においては、韓流ドラマやＫ－ＰＯＰ

など異文化交流、自治体間交流などが盛り上がっていただけに大変残念なことであります。

さて、この意見書で安倍政権が日韓パートナーシップ宣言での立場を投げ捨てる態度をとり続

けているという部分がありますが、あの宣言は過去の直視と未来志向という２本柱から成り立っ

ております。日本は未来志向に重点を置き、韓国は過去の直視に重点を置いております。同じ山

を見ても、見る位置が違うと違う山に見えてしまうんですね。これまでの日韓関係は他国と比べ

ても異質な友好関係にあります。それは被害者と加害者という基礎石の上に成り立っており、両

国は特に重要課題となっているものにふたをして棚上げをしてきた経緯があります。例えば徴用

工問題にしても、日本側は日韓基本合意で解決済みと主張しているのに対し、韓国は全てが解決

したわけではないと主張しております。慰安婦問題、教科書問題、竹島問題など、さまざまな摩

擦が生じていますが、それらのルーツは全て韓国併合という韓国の出生における両国の認識の違

いに端を発しております。

１９１０年の８月、大韓帝国は全ての権限を大日本帝国に譲渡すると宣言いたしました。なぜ

このようなことになってしまったのか。日本がちょうど南北朝時代、後醍醐天皇が隠岐の島に流

されるというあの時代、このころ李氏朝鮮王朝が誕生し、５００年続きます。韓流ドラマでもよ

く見られますが、王様が最も望んでいたことは独立国としてアメリカなど世界の国々と交易する

ことでした。しかし、世界の列強は独立国としての朝鮮を認めませんでした。なぜなら、清国の

支配下にある、清国の一部として見られていたからです。１９世紀はまさに弱肉強食の時代、こ

の時代の波に朝鮮ものみ込まれていきます。当時の王である高宗はロシアへ歩み寄り、力を持っ

ていた妻の閔一族は清国の支配下を望み、何とお父さんである大院君は鎖国を主張します。さら

に民衆でつくる政治結社一進会は、日本の保護を求めてきました。このとき、朝鮮王朝は内部崩

壊が始まり、列強による干渉が激しさを増していきます。この時代、朝鮮を独立させることは生

易しいことではありません。しかし、清国の支配から脱し、独立するチャンスと判断した我が国

は、ついに清国、そしてロシアと戦い勝利します。１９１０年、５００年続いた李王朝は、時代

を生き抜くすべとして日本による併合を選択いたしました。

この併合をめぐり、今日、日韓両国の主張は対立しています。韓国は強制的に支配下に組み込

まれ、国も文化も奪われたと主張してるのに対し、我が国は対等の立場で併合条約を交わしたと
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しています。戦後というステージの中で、市民レベルの交流が始まったのは約３０年前から、実

はつい最近のことなんです。ソ連が崩壊し、何も言えなかった軍事政権から民主政権へと移って

いく中で、これまでふたをして棚上げしてきたものがやっと今になって噴き出しているわけです。

韓国がどのようにして生まれたか、いわゆる出生に関わること、両国の主張は大きく違います。

しかし、この壁を乗り越えなければ真の友好はあり得ません。歴史は揺るぎないもの。両国にあ

る膨大な資料を照らし合わせながら歴史の真実に正対し、主張すべきことはしっかりと主張しな

くてはなりません。両国の未来を見据えた基礎づくりは今まさに始まったばかりであります。難

産になっても新しい基礎石が生み出されることを期待しております。

この意見書の中腹、真ん中あたりに「過去の植民地支配への真摯な反省の立場を土台にしてこ

そ、日韓両国間の諸懸案の解決が開かれる。」とありますが、私の考え方とは大きく違います。

こういった意見書を上げるべきではないという立場です。

最後、一言付けさせていただきます。合併前の１９０９年、先ほど民衆で組織する一進会があ

ると言いましたが、一進会が我が国へ声明文を送っております。その声明文、少し、一部だけ読

んでみたいと思います。

日本は清国と戦い、我々を独立させてくれた。また、ロシアという熊にのみ込まれるのを助け

てくれた。韓国政府はこのことに感謝もせず、あちこちの国にすがりつき、ついに外交権まで失

った。これも我々が招いたことである。今は韓国皇帝陛下と日本天皇陛下に懇願し、同じ一等国

民として政府と社会を発展させようではありませんか。そして、一つの政府、合邦して一つの大

帝国をつくるよう求めます。

私が何が言いたいか、議員の皆さんにはお察し合っていただきたいと思います。以上、終わり

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） こういう国の中での案に対して議員の皆さんと一緒に意見交換が

できる場を持てるというのは非常にありがたいと思っています。

それと同時に、先ほどの話の中で、この意見書を上げられないと言った白川議員の口からも、

今の状態を憂いているということについても一致できるという点は、私の成果でもあります。

どうしても、先ほど言った、恐らく私、皆さんの頭を浮かべながら意見書をつくっておったん

ですけども、やっぱり「真摯な反省の立場を土台にしてこそ、」、「植民地支配」のここが、入

れることによって皆さんともしかしたら一致できるのではないかなと思ったんですけれども、今
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乗り越えるべき、話し合いの中でも乗り越えていく立場に立たせると、今の安倍政権を、という

国民の立場から見たら、乗り越えないといけない一番の場所だと思って書かせてもらったわけで

す。

今、白川議員がおっしゃるように、韓国併合が合法だったので植民地ではなかったというのが

今の安倍政権のとっている意見、態度になるわけですよね。そこを話をしてくださったんですけ

ども、１９１０年の韓国併合のときに合法的だったかどうかということですね。これを、例えば

そのときに総理大臣なさって、韓国初代の総督府の、なった伊藤博文ですよね。よく知っている

伊藤博文という方が、結局は朝鮮半島で暗殺されますよね。暗殺されるんですけども、その方が

自分を振り返った本を書いてるわけですよね。そのときにどう言ってるかというと、見張りを置

いて、それは治安を維持するという立場で閣議、そのときの李氏朝鮮ですよね、そのときの閣議

の中に日本のいわゆる憲兵ですよね、憲兵が入ってたわけなんですよ。それで、会議することを

見ていて、ドアの近くでは、もし言うことを聞かなかったらどうしてもいいということで、ドア

の前におったということ書いてあるわけなんですよ。それと、もう一つは、そのときの特命大使

の林権助という方が、我が７０年を振り返るということで、もし印鑑ついて納得しなかったらや

ってしまえということを言ったということも、この中で書いておるわけですよね。

こういうことが明らかになってることと、１９１０年までに、白川さんがおっしゃった閔妃殺

害事件ですよね。要は妃殺しちゃうわけですよね、日清戦争、日露戦争の間に。殺しちゃうんで

すよ。これは知らなかったと伊藤博文逃げるんですけども、結局は日本軍がやったことなんです

よね。それで、その逃げたときに何で起こったかというと、この１９１０年になる以前から外交

権、財政権というのを全部日本の総督府という前身のところがとっておったわけですよね。言っ

てみれば１９１０年の韓国併合の時代は、もう韓国と言ってますが、その国に外交権や財政権、

決定権がもう取り上げられていた状態での韓国併合が１９１０年に行われたということなんです

よ。

それを言ってみれば、白川さん、今おっしゃいましたけども、安倍政権になぜこれを求めるか

というと、いわゆるポツダム宣言ですよ。ポツダム宣言では、韓国が奴隷的な状況に置かれてお

ったというカイロ宣言を実践するという立場だったんですから、日本政府って、１９４５年の終

戦時の日本政府はこれを認めたという立場なんですよ、国際的にも。そしたら、国際的にどうか

というと、１９１０年ですね、当時の国際的なことでも代表者を脅迫しての併合ないしは条約は

無効だというのが、これは世界の到達点なんですよね。皆さんも想像してみたらわかるんじゃな

いでしょうか、あの韓国の問題そうですよね。清国に貢ぎ物をしなければ属国としておれなかっ
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たあの韓国ドラマよく見ますよね。あの状況で対等に韓国併合に判を押すでしょうか。日本国民

として、自分が日本国であることをやっぱりやめますわということをどれぐらい対等でそういう

ことが言える状況ってあるんでしょうか。これは歴史の事実として私は見ておかないといけない

と思うんですよ。その辺のもし違いがあって勉強するというのでは、私も一緒に勉強したいと思

う。やっぱり歴史の事実はどうかということ見ていかんといけんと思うんです。

その上で見れば、日本というのは、やはり自分たちには、今の世代には責任ないとおっしゃい

ますが、日本国としてはやはり朝鮮半島を侵略して植民地に置いてきたというのは、冷厳な事実

という立場に私たちは立つべきではないだろうか。戦後の皆さん、教育は、そういう教育を受け

てきたのではなかったでしょうか。私は、今それが安倍政権によってゆがめられてると思います。

確かに自民党はできたときから憲法を変えて、なかなか、韓国併合は合法だったということを国

内では言っていました。でも、対外的には河野洋平さんから始まって、今回の村山さんにかわっ

たときに、植民地支配という言葉を使っておわびを言ってきたというのが日本政府のあり方であ

り、言ってみれば彼らが１９４５年のポツダム宣言のもとに戻したと。国際的な地位を保てたの

は、私はこのような宣言等があったからだというふうに考えています。そういうところはぜひ一

致したいと思っています。

それと、もう一つ言えば、徴用工の問題ではけしからんとおっしゃいますが、徴用工は言って

みれば、侵略戦争と植民地支配の中のもとで起こった重大な人権侵害の人権問題だと言われてい

ます。だとすれば、個人の人権は皆さんも御存じのように、人間の命は地球より重い。これはど

ういうことを言ってるかというと、幾ら国同士が外交保護権で双方が訴えるということをやめる

ことがあったとしても、個人の権利として訴えるという権利は残っているのだと。人権問題では

当然ですよね。国際的に政治の場所で救済されない人権があるとすれば、それは司法がやるんだ

というのが三権分立の立場ではないでしょうか。それを言ってみればわからずにやったのが安倍

政権ではなかったですか。本来は嫌だと思っても黙っとけばいいのに、国を訴えてきたわけでは

ない、民間の企業を訴えてきたものに対して国家権力の最高者が違憲と言ったわけですよ。これ

は私は総理大臣として日本国にふさわしくないと思うのは、三権分立に著しく足を突っ込んで、

わかってやってるのだったら重大犯罪やし、わからんかったら即刻やめていただきたいという内

容だというふうに思います。そういう点も一致できないでしょうか。

私は、そういう意味では、相手を理解するということは、やはり歴史を学ぶことだと思うし、

それは日本人で学ぶときも世界の歴史をどういうふうに見るかという点では、世界の歴史を正し

く見ていかなくてはいけないのではないかというふうに思います。そういうことが今回の韓国問
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題で投げかけられてると思います。

私は、さまざまな意見はあろうとしても、それをちょっと対話の中で解決していくべきであっ

て、今回のように話し合いに応じないとか、貿易問題でそこに介入するとかというようなことや

めるべきだということだけでも一致したいと思いますが、意見上げることにならないでしょうか。

再度お考えくださいますように討論を終わらせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 原案に反対ですね。

１１番、井田章雄君。

○議員（11番 井田 章雄君） １１番、井田でございます。発議案第１３号、日韓関係の正常化

を求める意見書について、反対の立場で討論させていただきます。

元徴用工問題で韓国最高裁が日本企業に賠償命令を出したことで泥仕合が始まりました。しか

し、日韓両国は１９６５年に締結された日韓基本条約の付随協約により、日本が無償米国ドルで

３億ドル、有償米国ドルで２億ドルの経済協力金を払うことで、韓国が日本に対する一切の請求

権を放棄する、完全かつ最終的に解決された日韓請求権協定を確認されたところであります。ま

た、日韓基本条約の交渉時に、日本政府は未払い賃金等の個人債権は直接個人に対して補償する

と提案されましたが、韓国側がそれを断った経緯があります。条約締結後の個人補償義務は韓国

政府にあるようであります。

日本が半導体材料の対韓輸出規制強化に出たのは、韓国の不正輸出が行われているということ

であります。これによって韓国は日米間で連携してた日韓軍事情報包括保護協定、ＧＳＯＭＩＡ

を破棄し、朝鮮半島の非核化、平和の課題など、安全保障にも影響が出てまいります。元徴用工

問題の影響は今、経済、安全保障、人権交流の領域に拡大している状況であります。

最近では、半導体材料の輸出規制をめぐり、日本をＷＴＯ提訴、オリンピック会場への旭日旗

の持ち込み禁止の要請、福島第一原発の処理水を汚染水と呼んで外国に向けてあおり立てる始末

でございます。いずれにしても北東アジアでの日韓関係の重要性を考え、両国政府は長期的な視

点に立ち、真の国益とは何かを考え行動をしていただきたいと思います。

キャッチボールのボールは現在韓国側にあるようであります。きょう、私が昼の休憩に私のス

マートフォンを見ましたら、文在寅大統領が日本に対する批判はやめると、パートナーシップと

してやりたいというようなニュースが入っておりました。

いずれにしても、以上のようなことを私は総合的に判断し、考慮し、反対の意見といたします。

よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 賛成ですね。（「はい」と呼ぶ者あり）
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１２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） この意見書についての反対討論がございました。最終的にずっと

述べられて、最後には日韓がパートナーシップをとっていることを言ってるわけなんですよ。つ

まり、一体この発端は何があったかということなんですけども、賛成討論の中で最初真壁議員も

言ったんですけども、つまり、いわゆる韓国の最高裁というんですか、一番上の裁判でこれは補

償すべきだと、本人へということを払うべきだということを言ったのに対して、国同士の争いだ

なくて、本人のそういう当時働かされていることの賃金について払うべきであるということを言

ったのに対して、一国の首相が、その訴えられた企業がですよ、いや、それはそうかということ

で反論するならまだしも、一国の総理が個人の争いのことについて、いや、そんなことはないと

いうことを言うこと自体がこれおかしいことなんですよ。

つまり、そこの根底にあったのは何かということは、いわゆる植民地支配がずっと続いていた、

それは正しかったんだという、一国の総理がそういう認識を持ってることが事の発端の誤りだと

思うんです。今までの政府の重鎮であった人が、これは誤りだったということを河野洋平さん、

あるいは村山首相もそのことを認めて言ったにもかかわらずそういうことをやる。まさに本心の

人権を無視したやり方、このことについては非常に私はおかしなやり方だし、批判すべきだと思

います。しかも、訴えられた企業、そのことは過去には解決した分があるんです。それは企業の

ほうは、今の状況を考えれば、かなり戦中にそういうことをやったことに対しては補償しなけれ

ばならないということで補償したんです。今回も企業としては、今国際的な評判はと、企業の人

気といいますか、企業に対する評価は非常に大事にしております。そういう中で、企業としても

責任はとりたいということを思ってるんですよ。それを国のトップが抑えるというようなことを

やるべきでないということは、まず申し上げておきたいと思います。

それで、そこで解決するためには、やはりきちんと外交として両国が、特にアジアの隣国同士

ですから、そこはやはりお互いに両国の発展を願って話に応じて、いろいろ話し合いを持って外

交の力で友好を深めていくこと、このことが一番大事だと思います。ひいて経済問題、いわゆる

本人の補償に対して言ったことについてブレーキをかけたことによって、今まで日本、特に日本

海側、ここは韓国とは非常に大きな経済的な発展を持ってたのが、ふたをしてしまったんじゃな

いですか。こういうやり方は非常にまずいですよ。だから私は正常化を求めていくこと、この意

見書は十分に理解できるものだと思います。どうぞ皆さん、一緒にこの意見書を採択しようでは

ありませんか。

○議長（秦 伊知郎君） これをもって討論を終結いたします。
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これより、発議案第１３号、日韓関係の正常化を求める意見書を採決いたします。

賛成、反対御意見ございましたので、起立によって決したいと思います。

原案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（秦 伊知郎君） 起立少数です。よって、本案は否決されました。

・ ・

日程第２８ 発議案第１４号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２８、発議案第１４号、安倍政権下での改憲に反対し、社会保障

の充実と景気回復を求める意見書を議題といたします。

提案者であります亀尾共三君から趣旨説明を求めます。

１２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） １２番、亀尾共三でございます。



発議案第１４号

安倍政権下での改憲に反対し、社会保障の充実と景気回復を

求める意見書

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出します。

令和元年９月２５日 提出

提出者 南部町議会議員 亀 尾 共 三

同 同 真 壁 容 子

同 同 加 藤 学

南部町議会議長 秦 伊知郎 様

別紙を朗読いたします。

別紙

安倍政権下での改憲に反対し、社会保障の充実と景気回復を

求める意見書（案）

２０１９年９月１１日、第４次安倍再改造内閣が発足した。安倍首相は「わが党の長年の悲願

である憲法改正を、党一丸となって強く進めていきたい」（１１日自民党役員会）と述べており、
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悲願の改憲発議を目指して首相の側近を数多く配置した内閣改造と言われている。

２０１５年９月の集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法の改定後も毎年増え続けてい

る防衛費は、２０２０年度概算要求では５．３兆円超で過去最大となった。この間、攻撃型空母

の保有、地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」の導入、米国製戦闘機Ｆ３５の１００

機を超す「爆買い」など、専守防衛では説明できない事態が続いている。このような状況での改

憲の動きには多くの国民が懸念と不安を抱いている。

２０１９年７月に行われた参議院選挙の結果は、改憲勢力が改憲発議に必要な３分の２を下回

った。これは「期限ありきの性急な改憲の動きには賛成できない」という国民の明確な審判だ。

選挙後のアンケート調査（ＮＨＫ世論調査２０１９年９月９日）でも、「新内閣が最も力を入れ

て取り組むべきこと」に対し、「憲法改正」を望む声は５％にすぎない。多くの国民は、「社会

保障」（２８％）景気対策（２０％）を挙げている。

年金や、高すぎる国保の構造問題、医療・介護を巡る社会保障の課題解決は急がれている。格

差と貧困の解消の課題も待たれている。地方においては、「地方創生」というものの、都市部と

の格差は拡大する一方で、人口減に歯止めがかからない現状も深刻だ。

今、政府のすることは、国民の声に応え、社会保障の充実と景気の回復に全力で取り組むこと

であり、国民から声も上がっていない改憲に邁進する時期ではない。

政府におかれては、国民の声を真摯に受け止め、改憲ではなく、社会保障の充実と景気回復に

努められたい。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和元年９月２５日

鳥取県西伯郡南部町議会

【提出先】

内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長



以上であります。

つけ加えますけども、安倍政権が内閣改造されました。つまり、このことは何かといいますと、

今度の閣僚の名簿を見ますと、いわゆる靖国派、ずらりと自民党の閣僚であります。いわゆる靖

国派というのはどういうことかといいますと、いわゆる戦前の天皇を中心とするそういう政治を

何とか中心に据えたいというのが靖国派のグループの集まりです。

このようなことで改憲をされるのは何だろうか、目指すは何かというと、やはり戦前のような
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ことをやることが目に見えております。戦後あれだけ崩壊した、二度と立ち上げれないだろうと

言われたような国の状況の中で、これだけ世界では経済大国と言われるようになった状況は何か

というと、やはり新憲法のもと、戦争放棄、そして平和主義を唱えたこの憲法があるからこそこ

こまで発展、来たのです。ですから、今憲法を変える必要は全くありません。安倍首相の狙いは、

いわゆる憲法９条の中に自衛隊という隊を書き込みたい、このことが一番の狙いであります。

さて、自衛隊を書き込んだらどうするのかということは、つまり自衛隊はきちんとこれを一人

の軍隊として認める、このことが根底にあるわけです。軍隊として認めたら、戦前のあのような

悲惨なことは起こってはならないということから、非常に皆さん危惧されております。どうぞ、

そのことからこの意見書に賛同いただくことをよろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） ただいまの趣旨説明に対して質疑を行います。質疑はありませんか。

８番、板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ８番、板井です。私は、今言われました発議案第１４号について、

反対の意見の……（発言する者あり）

○議長（秦 伊知郎君） 今、質疑です。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

まず、原案に反対者の発言を許します。

８番、板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） 済みません、大変失礼しました。板井です。私は、先ほどの発議

案第１４号の意見書について、反対の立場で討論させていただきます。

先ほど読まれました意見書を３つに分けていきたいと思います。

最初は、１行目から４行目までのところですけれど、第４次安倍再改造内閣が発足したときの

この日のことです。この日のは、午前中に自民党の役員が決まった。これは党、全部４役、これ

の総裁は安倍首相です。あと幹事長、総務会長、政務調査会長、この３人の党３役が決まったと

きに臨時役員会を開いて、新しい役員の皆さんに、首相ではなくて、自民党の総裁として発言を

された言葉です。都合よく党一丸となって強く進めていきたい、憲法改正をという一部分だけを

とって発言をしておられますけれど、これにあわせて、憲法改正には国民皆様の御理解が何より

も大切だということもあわせて発言をしておられます。その発言の中には、広報にも、国民の皆

－６６－



さんの意見の集約にもしっかりと力を入れていく考えだということを役員の皆さんに伝達し、午

後の自民党の安倍政権の新しい内閣が発足したわけです。ということで、まず上の段のほうは、

ちょっと書いてあることが自分の都合のいいところだけをとって意見書として出しているという

ところです。

次、２番目です。２０２０年、来年度の防衛費の概算の要求が出たことがここに書いてありま

す。これは書いてありますように要求額で５．３兆円、これは確かに事実、前年度に比べれば１．

２％の増ということになっています。その内容の中を見ると、攻撃型空母保有と書いてあります

が、これはたしかいずもを、今のものを空母に改造していく経費、これ間違いありませんが、攻

撃型ではありません。防衛型です。（「空母だよ」と呼ぶ者あり）空母でも防衛型です。その考

え方は専守防衛にかかわることだということです。

それと、もう一つは、大事なところは、防衛力の整備の中に宇宙までやっていく。今、北朝鮮

の出ているミサイルは、今、アメリカのほうまで飛んでいくことを、飛ばしていました。最終的

には一度宇宙まで上げて、それから目的地に落としていく、そういったところまで今どんどん進

んでいます。そういったところを防衛していく、そういったところ、宇宙、サイバー、電磁波と

いった新たな領域における能力の拡大、それとこれに書いてあるアメリカ製のＦ－３５、１００

機、確かに将来的には１００機ということはあります。それは何か、今の日本が持っているＦ－

１５、これが全部で２００機、沖縄を中心にあります。これは１９７２年につくられた防衛機で

あって、もう既に何十年、私が多分小・中学生ぐらいですからもう４０年以上たっている。車だ

って長く乗れば新しい車にかえていきます。それは何か、もう直したくても直す部品もない、そ

ういったような状況で今使っている。これを順次かえていく。最終的に１００機と書いてありま

すけれど、２０２０年では６機分です。５年間でとりあえず４０機ということまでは一応約束が

してあるようですが、それは決してアメリカのためではなくて、日本の飛行機がもう古いからか

えていかなくちゃいけないという、たまたまそういうタイミングにあったというだけのことであ

ります。

次に、３番目です。このたびの７月に行われた参議院選挙の結果について、ＮＨＫのアンケー

ト調査のことが書いてあります。私もそれについて調べてみました。確かにＮＨＫの「ＮＥＷＳ

ＷＥＢ」という、調査をしているところがあります。このウエブを見ると、一番最初に出てく

るのは「みんなの憲法 憲法について考えてみませんか？」というのが最初の題目で出てきます。

このたび、参議院選挙が終わった後に調べた一番直近９月６日、ここに出てる分です。これは新

内閣が取り組むべきことをＮＨＫが、社会保障、景気対策、財政再建、外交・安全保障、格差の
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是正、憲法改正、わからないの７項ですね、これをまず決めて、その方々に無作為で決めた方々

全部で２，３６８人、回答が１，２１６人、５１％の回答率です。その方に取り組むべきことを

聞かれました。そりゃ私だってこの今言われたとこからいけば社会保障や景気対策や、まずはそ

れ言うのが当たり前だというふうに思います。ただ、その中にあっても５％の人が、憲法改正が

一番だよと言っておられる、こういった方がおられると、それだけでも私はすごいなというふう

に思います。この調査はこのときだけではありません。毎月行われています。一回ホームページ

で調べてみてください。ずっと下がっていくと毎月の分が出てきます。

この安倍政権が取り組むべき課題というのは常に出てきていますが、それとあわせて最初の題

目にありましたように、憲法改正の議論を進める必要性があるかどうかということも問うてます。

それと、例えば憲法改正は必要かというところも問うてます。こういったものを見ると、憲法改

正の議論を進める、憲法改正は必要かというところを見ると、大体半数半数です。ただし、わか

らない、どちらとも言えないというのが、同じような数が出ています。

確かに憲法改正というのは非常にわからないし、その必要性についても、安倍首相が言われる

ようにまだまだ国民的議論が必要である。安倍政権も長くてもあと２年しかありません。これで

決めることができるかどうかはわかりませんけれど、一歩でも前に進めたいというのが安倍首相

の考え方です。願わくば改憲もしたいという気持ちは確かにあると思いますが、これからどんど

んどんどん国民と対話、そして国会の中でも議論をしていただき、この必要性が認められれば３

分の２国会議員がなくても賛成多数、そして国民投票に持っていく。国民投票まで行く以上は、

絶対にそれが達成できるという自信がないと、さすがの安倍さんだってやらないと思います。

そういったことからして、改正については、やはり議論は必要であるという、私としての最終

的な考え方です。社会保障は、あと５日後に上がる消費税、社会保障と税の一体改革、これによ

って進められ、保育園の無償、そして経済的に大変な方の高校生の無償、大学まで及ぶほどの予

算をできる限りつけていく、少子高齢化、そして社会保障、高齢者の方への保障、あとは借金を

少しずつ返していく、そういった税の一体改革を進める消費税２％アップです。そういったこと

も含めて、この発議については反対の立場の意見とさせていただきます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

１２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 発議者であります私のほか提案しとって賛成いうのはどうか思う

んですけども、私は今、先ほど反対討論がありましたことについてちょっと討論します。

まず、日本国憲法というのは、一番の目的は何でしょうか。それは権力者の範囲を縛るという
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ことなんですよ。いわゆる権力者の一番のトップに対して、やったらいけないという枠をちゃん

と決めるということなんです。しかし、私は言うのはそういうことなんですよ。

ところが、先ほど反対討論であったですけども、安倍晋三氏というのは内閣総理大臣なんだけ

ども、党首であるということなんです。これをごっちゃにされて言われるんですよ。党首であっ

ても、しかし、総理大臣というのはいわゆる国家の、国の一番の権力者なんですよ。それを縛る

本人が憲法を改正するなんていうことを大言壮語に言うこと自体がこれ憲法違反なんです、言え

ば、外れてるんだから。そして、その中でつけ加えて言われたんですけども、国民の声を十分に

聞くということなんです。国民の声を聞くであれば、今のアンケートでは国民が憲法改正を望ん

でいないわけなんです、アンケートによれば。もう半数以上が憲法改正には反対なんです。そう

いうことであれば第一番にみんなの思い、意見を尊重するというような、やめるべきじゃないで

すか。にもかかわらず、まだ憲法改正を党是としてやるんだというようなことを言っておられる

んです。

それから、２つ目なんですけど、防衛費、これ私は丸裸でいいとは言いません。しかし、何で

莫大な軍需をアメリカから買って国を守らなきゃいけないんでしょうか。今の世界の情勢を見て

ください。それは部分的には今、イラクとあそこが石油のことやってるんですけども、アジア全

体を見てください。北朝鮮も今アメリカとトップ同士で会談を進めようとしております。１回や

りましたけど、今度もまだはっきりと決まってませんけども、やろうじゃないかという空気なん

です。そういう状況の中で日本がどうして、今攻めてくるというような状況でもないでしょう。

そりゃあ前もって装備することも必要でしょうけど、余りにも軍事大国になり過ぎじゃないです

か。いわゆる爆買いで、しかも空軍機が、戦闘機が古くなったから買いかえるんだというんです

けども、果たしてこのようなことにお金を使っていいでしょうか。今、あの東北の震災、そして

また千葉のあの豪雨、こういうところには率先して金を使うべきだないですか、こういうお金が

あるんなら。

私は、国民を無視したやり方、このようなやり方、こういうやり方をやっておきながら憲法を

変えるなんて、一番国の大もとである法律を変えるというようなことをやってはならない、まさ

に憲法違反を本人がやっておきながらやるようなことは、ぜひこれは慎むべきだと思います。こ

こにも表題に書いておりますように、「社会保障の充実」とか「景気回復」を図るということが、

今日本で一番大事じゃないでしょうか。そのことを皆さんも御理解いただき、この意見書に賛同

していただくことを重ねて申し上げます。

○議長（秦 伊知郎君） 原案に対して反対ですね。（「はい」と呼ぶ者あり）
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１１番、井田章雄君。

○議員（11番 井田 章雄君） １１番、井田でございます。発議案第１４号、安倍政権下での改

憲に反対し、社会保障の充実と景気回復を求める意見書について、反対の立場で討論いたします。

安倍政権下での改憲に反対とは、他の政権では可ということでしょうか。現行憲法は、敗戦後、

連合国軍総司令部、ＧＨＱですが、最高司令官マッカーサー元帥から指示を受けた政府が、ＧＨ

Ｑと折衝を重ねて草案を作成し、議会が修正を加え、１９４６年１１月３日に公布されました。

１９４７年の５月３日に施行されております。施行から７２年、国会も日本の現時代に合った憲

法論議をすべきではないかと私は思います。各党がそれぞれ対案を出し、審議すべきではないか

と思います。

これ板井議員も先ほど話しされましたけども、国会議決は総議員の３分の２以上、そして国民

投票で有効投票総数の２分の１以上で憲法改正が成立されます。大変高いハードルだと思います

が、防衛費については先ほど提案者が言われましたけども、現在の世界情勢を見ますと大変いろ

んなことが起きております。こういう情勢に鑑み、憲法に沿った最低の防衛整備として国民の安

心・安全を守ることは大事な要素ではないでしょうか。

社会保障問題ですが、日本は今後ますます少子高齢化が進み、働く世代が減少し、その結果、

財源不足が発生し、今の社会保障は維持できない状況でこのたび消費増税がされるわけでござい

ます。

以上のようなことを総合的に判断して、私は反対の意見といたします。よろしくお願いいたし

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 原案をぜひ採択したいという立場での討論です。

最初に、幾つか板井議員のほうからこの文章のところが違うのではないかという点があったの

と、先ほどの井田副議長のほうから安倍政権下だったらいけなくて、ほかの政権だったらいいの

かとすることについてもしておきたい。まず、井田副議長の言われた安倍政権下での改憲には反

対だけど、ほかではいいのかって理由が２つあるんです。

一つは、過去２回、野党が一緒に野党共闘で選挙したときに、今の日本の野党共闘、野党だけ

れども、世界と違う共闘が結んでるのは、一部の保守を巻き込んだ方との共闘が実現してるとい

うことなんですよ。そこでは憲法を変えるということに賛成の方もいらっしゃるわけですよ。例

えば環境条項を入れたほうがいいとか、教育の問題で、無償化では憲法変えたほうがいいのでは
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ないかとか、今、いわゆる性のマイノリティーの問題でも憲法変えないとできないのではないか

という方もいらっしゃるわけですよ。そこで話した野党の到達点が、今の安倍政権下での憲法に

は反対しようということで一致してるというのが一つです。

それと、もう一つは、この７月に選挙がありましたが。そこで回ってて、町民の方と話したと

きに痛切に感じたことです。町内で誰が見ても、テレビで見てもわかるという、歴代の自民党を

支持なさった方がどう言われたかというと、自分はもう歴代、家族も含めて親戚もずっと自民党

だと、南部町では知らない人がいないぐらいの自民党の方ですけれども、この方が、以前にまる

ごうの前で私たち、安保法制ができたときの２０１５年でしたっけ、そのときに署名をとってた

んですね。そしたらその人がぱっと寄ってこられて、これには反対だから署名すると言われて、

私も一瞬あっと思ったんですけれども、非常に危惧をしているということで署名なさってくれた

方なんですよ。

その方が今回どう言われたかというと、ずっと歴代の自民党は、自分の知ってる自民党、自分

の親も自民党ですけども、自民党は、いわゆる自衛隊ができたけれども、憲法９条のもとでは専

守防衛ですよね。集団的自衛権の問題で海外には行けないんだと、このことをずっと党是として

きたはずだし、自分たちもそう思ってきたと。それで、揺らいだのは、いわゆる安保法改定のと

きにこれでいいのかと思ったと。そのときにテレビに出てたコメンテーターの青木理さんという

方がいらっしゃる、ですよね。その方が集団的自衛権の話をしていて、この人の本を読んでみよ

うと思った。一番のきっかけは、今の安倍政権と今までの自分が応援してきた自民党と違うので

はないかと思われたそうなんですよ。それで、話してくださったのは、その青木理さんの本を読

んで、今の自民党の安倍政権がどういうふうに動いてるのかよくわかったと。私におっしゃった

のは、背景は日本会議だとおっしゃったんですよ。

亀尾議員も先ほど言われましたけども、今回の閣僚２０名のうち、最低１２名でしたっけ、も

っとですね、１８名でしたっけ、公明党の方を除いて、あと１人除いて、日本会議ですよね。こ

の日本会議というのは、皆さんもインターネットで調べたらわかるけども、いわゆる日本での一

番の保守組織ですよね。憲法改正を是として旭日旗を崇拝して、いわゆる私たちから見れば、歴

史の立場は国際的に見たら歴史修正主義ですよ。自分に都合の悪い日本の歴史はなきものにしよ

うという立場で、とても国際的には受け入れられないと思うんですけども、そこを引き継いだ方

が今、安倍政権にいる。だから皆さんも思われたんじゃない。なぜこの人が閣僚に入るのかなと

いう方ですね、見てもらうとわかりますが、皆、日本会議ですよ。それで、そこで起こってると

いうことです。
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もう一つ、党一丸となって強く丸めて、安倍首相は、総裁だけど首相ではないというんですけ

ども、これはもう詭弁で、どう言おうが先ほど亀尾議員の言ったとおり、総裁が首相になるとい

う第一党の自覚があるのであれば、憲法問題をどう扱うかということは考えるべきですよね。も

うその浅はかさが国際的にも大きな混乱をもたらしてるし、国民にも不幸をもたらしてるともう

言うしかないと思うんです。

それと、攻撃型空母の点でいえば、防衛型空母と書いてある新聞があったら見せてほしいんで

すよ。聞いてますか。防衛型空母いずもって聞いたことないんです。あったら訂正します。持っ

てきてください。板井議員、聞いてますか。自衛隊の方いらっしゃる、空母というのは何を乗せ

ていくんですか。何を乗せて、どこにどういう目的で行くんですか。私、戦争好きじゃないけど

も、それぐらい知ってますよ。それにはっきりと新聞には攻撃型空母って、だから問題になった

んですよ。その辺ですよね、もし防衛型空母でいずもだというんだったら見せてほしいです。

それと、もう一つは、ＮＨＫのアンケート調査は自分の都合のいいようにとるというんですけ

れども、私、聞いてて、あっ、どっか間違ったのかなと思って、間違いがあれば訂正しないとい

けないだろうと見てたんですけども、アンケート調査結果で事実を取り上げているのであれば、

やはりそういう批判は当たらないと思うんですよ。当然自分に、私たちが主張するときにはアン

ケートもどこを使うかっての当然で、数字の間違いとかあったらいけないと思いますけど、そう

いうことはあえて批判するというのはおかしいのではないかというふうに思うわけです。

そういう意味でいえば、皆さんはどう思っていらっしゃるか知りませんが、今回のいわゆるイ

ージス・アショアの問題とか、いずもを空母化することとか、それとか１００機を超す飛行機を

買いますよと約束してきたと。そのうち何機でしたっけ、日本の名古屋のどこで、小牧基地つく

ったんですよね。ところが、１機アメリカから買うより部品をそろえて日本でするほうが高くつ

いたものだから、アメリカから買いかえることにしたというのも新聞出ていましたよね。結局は

アメリカと買うというシステムが維持されたままで、１００機を超すいわゆる戦闘機を買うこと

になるわけですよ。戦闘機そのものが攻撃型になってきますよね。そう思いませんか。そういう

事態が続いているということです。

私が一番皆さんと一緒に考えたいと思いましたのは、今、先ほどの韓国の例とかありますが、

例えば韓国の次の閣僚に誰なるかということをマスコミでわあわあ言っていますが、今、例えば

１０月から消費税が上がる問題とか、日米ＦＴＡでトウモロコシを二百何万トン買うという問題

とか、いっぱい審議せんといけないことがあるのに、韓国の問題をテレビで報じることによって

日本の政治がどうなっているのかというのはおかしいと思いませんか。私は今、安倍首相がやろ
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うとしているのはそういうことかなと思っちゃうんですよ。

これをやはり戦前の歴史に翻してみたら、よくやりますよね。内政に、国内の問題に不安があ

るときにはどうするかといって、国民を放っておいて外国との戦争に行くときの大きな一つの特

徴が、外国に仮想敵をつくって、そこを批判することによって国民をあおり立てる、これ戦前で

起こったことですよね。例えば歴史学者で評論家の半藤一利さん、知らんか、このことを厳しく

批判しています。今の時期というのは、残念ながら、取り越し苦労だったらそうでもいいんです

けども、今まで見てきた中でも最悪の事態だと私も思っています。皆さんそう思いませんか。よ

その国のことは言うけれども、自分の国のことはほっといてということですよね。

それで、総選挙ではどうだったかといいますと、憲法改正と言いますけども、実際、憲法改憲

派は１８％ですよ、投票率が低かったということあるんですけどね。

それと、大事なことは、憲法を変えると言いながら、さきの参議院選挙では憲法を変えるとい

うことで認められなきゃならない３分の２切ったんですよ、改憲派が。それは前回の総選挙では

８割を超すという改憲派がいたことから見たら後退ですよ。そうやすやすとは憲法を変えること

できない。なぜかというと国民知ってるからですよ、何のために変えようとしているか。憲法９

条を変えようとしてるということを国民は知ってるんですよ。

今、皆さんはどう思われてるか知りませんが、国民の方々と話してほしい。確かに板井さんが

言ったように憲法の論議はしてもいいのではないかということが半数近くあるのと同様に、急い

で変える必要はないということも多いんです。私は、やっぱり捉えなければならないのは、今の

安倍政権下で急いで憲法を変えることはないというのが国民の大半の声であり、町民の声だとい

うふうに感じています。そういう点でいえば、ぜひとも一緒にこの声を上げて、そうじゃなくて、

もう社会保障と景気回復のためちょっとお金使ってくださいという声を地方からも上げていこう

ではありませんかという呼びかけです。よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） これをもって討論を終結いたします。

これより、発議案第１４号、安倍政権下での改憲に反対し、社会保障の充実と景気回復を求め

る意見書を採決いたします。

賛成、反対がございましたので、起立によって決したいと思います。

原案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（秦 伊知郎君） 起立少数です。よって、本案は否決されました。

・ ・
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日程第２９ 議員派遣

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２９、議員派遣を議題といたします。

会議規則第１２７条の規定により、お手元に配付のとおり、議員の派遣をしたいと思います。

お諮りいたします。議員派遣をすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、原案のとおり議員派遣することに決定

いたしました。

・ ・

日程第３０ 委員会の閉会中の継続調査の申し出について

○議長（秦 伊知郎君） 日程第３０、委員会の閉会中の継続調査の申し出についてを議題といた

します。

お諮りいたします。議会運営委員会、広報常任委員会及び議会改革調査、複合施設建設調査の

各特別委員会の委員長から、会議規則第７５条の規定により、閉会中の継続調査の申し出があり

ました。

お諮りいたします。各委員長の申し出どおり、閉会中の継続調査に付すことに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出どおり、閉会中

の継続調査に付すことに決定いたしました。

・ ・

○議長（秦 伊知郎君） 以上をもちまして今期定例会の会議に付議された事件は全て議了いたし

ました。

よって、第４回南部町議会定例会を閉会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 異議なしと認めます。これをもちまして令和元年第４回南部町議会定例

会を閉会いたします。

午後２時３０分閉会

議長挨拶

○議長（秦 伊知郎君） ここで一言御挨拶を申し上げます。
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令和元年９月定例会を閉会するに当たり、一言御挨拶を申し上げます。

今期定例会は９月５日に開会以来、今日まで２１日間にわたり、平成３０年度一般会計、特別

会計、事業会計の決算認定を初め、各条例及び令和元年度一般会計補正予算が上程されました。

また、９月９日、１０日には、１０名の議員が町政に対しての一般質問を行いました。議員各

位におかれましては、提案されました重要案件を終始極めて熱心な御審議により、それぞれ適切、

妥当な結論を得ることができましたことに対し深く敬意を表しますとともに、厚くお礼を申し上

げます。

町長を初め、執行部各位におかれましては、成立いたしました議案の執行に当たり、予算決算

常任委員会等での議員からの要望、意見を十分に尊重されますよう強く希望するものであります。

さて、一日一日と秋の気配が漂ってまいりました。議員各位におかれましては、何かと御多忙

なことと存じますが、この上もなく御自愛くださいまして、町政発展のため御尽力を賜りますよ

うお願い申し上げ、閉会の御挨拶といたします。どうも御苦労さんでした。

町長挨拶

○町長（陶山 清孝君） お疲れさまでした。９月定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申

し上げます。

本定例会は９月５日から本日まで２１日間にわたって開催され、平成３０年度決算、令和元年

度一般会計補正予算など２１議案について御審議いただきましたが、本日、全議案とも御賛同賜

り、御承認をいただき、まことにありがとうございました。

９日、１０日両日には、１０名の議員の皆様から２３項目にわたる町政に関する一般質問を頂

戴いたしました。高齢化と人口減少が進む社会にあって直面する課題の議論だったと思います。

特に免許返納後の高齢者の移動手段をどうしていくのか、また、公共施設、特に病院経営や上下

水道経営について御質問を賜りました。いずれの課題も時間の余裕は多くはなく、町民の御理解

をいただき、スピード感を持った対応が求められています。議論のかみ合わなかった部分、不足

した部分もあったかと思いますが、私の勉強不足の面も多々あると思いますので、今後とも御指

導いただきますようお願いいたします。

次に、法勝寺高校跡地でくみ上げた温泉分析書が本日届きましたので、この場をかりて報告い

たします。温泉名は、法勝寺温泉と命名されました。泉質は、ナトリウム炭酸水素塩、硫酸塩温

泉だそうでございます。温泉の効能ですが、一般的適応症としては、筋肉もしくは関節の慢性的

な痛みまたはこわばり等、広く効能があるようでございます。また、この温泉特有の効能としま
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して、泉質別適応症としては、切り傷、末梢循環障害、冷え症、皮膚乾燥症、鬱状態との表記が

ございました。後ほど議会事務局での閲覧に供したいと思います。まずは議会を初め、町民の皆

様、そして関係者と温泉掘削の成功を喜びたいと思います。改めて町民の皆様の健康維持・増進、

そして集いの場としての利用できますよう、ＪＯＣＡとの連携をさらに進めていきたいと考えて

おります。

来週はもう１０月を迎えます。今後、１日ごとに秋が深まってまいります。どうか議員の皆様

に御自愛の上、お過ごしとなりますようお願いを申し上げ、閉会に当たっての御礼の御挨拶とい

たします。お疲れさまでした。ありがとうございました。
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